
地
役
権
概
念
の
再
検
討

�

二
九
三

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

地
役
権
概
念
の
再
検
討

―
フ
ラ
ン
ス
法
か
ら
の
考
察
―

吉

井

啓

子

　
（
三
三
一
一
）

一
、
は
じ
め
に

二
、
フ
ラ
ン
ス
地
役
権
法
の
概
要

三
、
地
役
権
と
物
的
債
務
概
念

四
、
地
役
権
の
成
立

五
、
地
役
権
の
対
抗

六
、
終
わ
り
に

一
、
は
じ
め
に

　

我
が
国
の
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
（
隣
地
使
用
権
・
囲
繞
地
通
行
権
等
）
は
、
旧
民
法
で
は
、
法
定
地
役
権
と
し
て
、
約
定
地
役
権
と
共
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に
地
役
権
の
章
に
規
定
さ
れ
て
い
た
（
財
産
編
二
一
五
条
以
下
、二
六
六
条
以
下
）。
現
行
民
法
は
、こ
の
う
ち
法
定
地
役
権
を
、第
三
章
﹁
所

有
権
﹂
第
一
節
﹁
所
有
権
の
限
界
﹂
に
移
動
さ
せ
、
二
〇
九
条
か
ら
二
三
八
条
に
お
い
て
、
土
地
所
有
権
に
内
在
的
に
課
さ
れ
る
制
限
（
な

い
し
は
土
地
所
有
権
の
拡
張
）
と
し
て
規
定
す
る
に
至
っ
た
。
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
は
、
隣
地
間
の
利
用
関
係
を
調
整
す
る
た
め
の
も
の

で
あ
る
が
、
制
限
物
権
と
い
う
土
地
所
有
権
に
対
す
る
外
部
的
な
制
限
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
地
役
権
も
同
様
の
目
的
を
実
現
す
る
の
に

資
す
る
も
の
と
物
権
法
教
科
書
で
は
説
明
さ
れ
て
い
る（

1
）。

そ
こ
で
共
通
性
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
の
は
、
両
者
と
も
近
接
す
る
土
地
間
の

利
用
関
係
を
調
整
す
る
も
の
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
相
隣
関
係
と
地
役
権
の
共
通
点
と
し
て
学
説
が
あ
げ
て
い
る
の
は
次
の
三
点
で

あ
る（

2
）。

①
い
ず
れ
も
、
権
利
者
と
義
務
者
が
共
同
で
土
地
を
使
用
す
る
法
律
関
係
で
あ
る
。
負
担
を
受
け
る
土
地
の
所
有
者
は
制
約
を
受
け

る
が
、
自
身
の
土
地
利
用
を
完
全
に
排
斥
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
。
②
相
隣
関
係
に
基
づ
く
義
務
は
土
地
所
有
者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
同

人
に
課
せ
ら
れ
る
。
地
役
権
に
基
づ
く
義
務
も
、
対
抗
力
あ
る
地
役
権
で
あ
れ
ば
承
役
地
の
特
定
承
継
人
に
対
抗
で
き
る
た
め
、
土
地
所
有

者
の
意
思
と
は
無
関
係
に
課
せ
ら
れ
る
。
③
い
ず
れ
も
、
権
利
主
体
と
な
り
う
る
の
は
、
原
則
と
し
て
一
定
の
土
地
の
所
有
者
で
あ
る
。
し

か
し
、
相
隣
関
係
と
地
役
権
に
は
次
の
よ
う
な
相
違
点
が
あ
る
。
①
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
は
法
定
の
要
件
を
満
た
せ
ば
成
立
す
る
が
、
地

役
権
は
当
事
者
の
設
定
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
（
黙
示
の
設
定
の
場
合
あ
り
）。
さ
ら
に
、
地
役
権
に
つ
い
て
は
時
効
取
得
も
考
え
ら
れ
る
。

②
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
は
一
定
の
定
ま
っ
た
目
的
に
つ
い
て
の
み
認
め
ら
れ
る
が
、
地
役
権
に
つ
い
て
は
目
的
と
な
る
便
益
の
種
類
に
制

限
が
な
い
。
③
相
隣
関
係
は
隣
地
間
で
し
か
成
立
し
な
い
が
、
地
役
権
に
つ
い
て
は
隣
地
間
で
の
設
定
に
限
ら
れ
ず
遠
隔
地
間
の
設
定
も
可

能
で
あ
り
、
要
役
地
と
承
役
地
の
相
隣
性
・
近
隣
性
は
要
件
で
は
な
い
。

　

フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
我
が
国
同
様
に
、
地
役
権
は
相
隣
関
係
（voisinage

）
の
基
礎
を
形
成
し
て
い
る
と
物
権
法
教
科
書
で
は
説

明
が
な
さ
れ
て
い
る（

3
）。

相
隣
関
係
に
関
す
る
規
定
と
し
て
は
、
境
界
標
・
囲
障
設
置
に
つ
い
て
規
定
す
る
仏
民
六
四
六
・
六
四
七
・
六
六
三

条
が
あ
る
ほ
か
、
障
壁
の
互
有
（m

itoyenneté

）
の
推
定
に
つ
い
て
規
定
す
る
仏
民
六
五
三
条（

4
）、

植
栽
の
制
限
に
つ
い
て
規
定
す
る
仏
民

　
（
三
三
一
二
）
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六
七
一
・
六
七
二
条
、
境
界
線
付
近
で
の
建
築
制
限
に
つ
い
て
規
定
す
る
仏
民
六
七
四
条
、
観
望
施
設
の
制
限
に
関
す
る
仏
民
六
七
五
条
以

下
、
囲
繞
地
通
行
権
（droit de passage

）
に
関
す
る
仏
民
六
八
二
条
以
下
が
あ
る
。
最
後
の
囲
繞
地
通
行
権
は
法
定
地
役
権
と
し
て
規

定
さ
れ
て
い
る
。
相
隣
関
係
調
整
の
基
礎
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
基
本
的
に
は
、
地
役
権
（servitude

）、
特
に
法
定
地
役
権
（servitude 

légale

）
で
あ
る（

5
）。

先
述
し
た
よ
う
に
、
我
が
国
で
は
、
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
は
、
元
々
は
法
定
地
役
権
と
し
て
約
定
地
役
権
と
同
様
の

規
律
に
服
せ
し
め
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
現
在
で
は
、
そ
れ
ら
の
共
通
性
が
承
認
さ
れ
つ
つ
も
、
相
違
点
が
強
調
さ
れ
別
個
の
制
度
と
し

て
意
識
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
あ
る
土
地
に
つ
い
て
の
通
行
権
が
問
題
と
な
る
よ
う
な
場
面
で
は
、
相
隣
関
係
上
の
囲
繞
地
通
行
権
と
通

行
地
役
権
が
連
続
的
に
把
握
さ
れ
、
一
方
の
成
立
が
認
め
ら
れ
な
い
と
し
て
も
他
方
の
成
立
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い（

6
）。

両
者
は
、
相
隣

関
係
調
整
の
た
め
に
所
有
権
自
体
に
課
せ
ら
れ
る
制
約
と
制
限
物
権
と
い
う
所
有
権
に
課
さ
れ
る
外
部
的
制
約
と
い
う
異
な
る
性
格
を
持
つ

も
の
で
あ
る
が
、
両
者
の
近
接
性
・
同
質
性
は
、
両
者
を
地
役
権
と
し
て
同
じ
性
質
を
有
す
る
も
の
と
理
解
し
て
い
た
時
代
と
大
き
く
異
な

る
も
の
で
は
な
い（

7
）。

本
稿
は
、
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
と
類
し
た
性
格
を
持
ち
、
実
際
の
場
面
で
も
同
様
の
機
能
を
営
む
と
さ
れ
る
地
役
権

の
意
義
に
つ
い
て
、
地
役
権
概
念
を
め
ぐ
り
豊
富
な
判
例
・
議
論
の
蓄
積
を
有
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
を
対
象
に
再
検
討
を
試
み
る
も
の
で
あ
る
。

　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、
第
二
編
﹁
財
産
お
よ
び
所
有
権
の
様
々
な
変
容
（des biens et des différentes m

odifications de la 

propriété

）﹂
第
四
章
﹁
地
役
権
ま
た
は
不
動
産
役
務
（des servitudes ou services fonciers

）﹂
に
お
い
て
、
地
役
権
に
つ
い
て
規
定

し
て
い
る
。
仏
民
六
三
七
条
に
よ
れ
ば
、
地
役
権
と
は
﹁
あ
る
不
動
産
に
つ
き
、
他
の
所
有
者
に
帰
属
す
る
不
動
産
（héritage

）
の
使
用

お
よ
び
便
益
の
た
め
に
課
せ
ら
れ
る
負
担
で
あ
る（

8
）。﹂

と
定
義
さ
れ
、
あ
る
不
動
産
に
つ
き
他
の
不
動
産
の
便
益
の
た
め
設
定
さ
れ
る
物
権

的
役
権
で
あ
る
。
地
役
権
は
、
不
動
産
の
便
益
を
目
的
と
し
て
設
定
し
う
る
権
利
で
あ
り
、
個
人
的
な
便
益
の
た
め
に
設
定
す
る
こ
と
は
で

き
な
い
。
こ
れ
は
、
地
役
権
を
﹁
設
定
行
為
で
定
め
た
目
的
に
従
い
、
他
人
の
土
地
を
自
己
の
土
地
の
便
益
に
供
す
る
権
利
﹂
で
あ
る
と
規

定
す
る
日
民
二
八
〇
条
と
同
様
の
規
定
で
あ
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
に
お
い
て
は
、
土
地
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
地
役
権

　
（
三
三
一
三
）
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の
他
に
、
人
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
物
権
的
役
権
（
人
役
権
、servitude personelle （

9
））

と
し
て
、
仏
民
五
七
八
条
か
ら
六
三
六
条

で
、
用
益
権
（usufruit

）、
用
益
的
使
用
権
（droit d ’usage

）、
居
住
権
（droit d ’habitation

）
の
三
種
の
権
利
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。

我
が
国
に
お
い
て
も
、
旧
民
法
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
同
様
、
三
種
の
人
役
権
が
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
人
役
権
は
西
洋
で
も
弊
害
が
あ
り

さ
ほ
ど
重
要
な
権
利
で
も
な
い
と
の
理
由
で
、
明
治
民
法
起
草
の
際
に
全
て
が
削
除
さ
れ
て
し
ま
っ
た（

10
）。

梅
謙
次
郎
は
、﹁
人
的
地
役
ハ
西

洋
ニ
於
テ
ハ
古
来
ノ
慣
習
ニ
因
リ
一
朝
之
ヲ
廃
シ
難
シ
ト
雖
モ
其
経
済
上
ノ
弊
害
ア
ル
コ
ト
ハ
学
者
ノ
大
抵
争
ハ
サ
ル
所
ナ
リ
⋮
是
等
ノ
慣

習
ア
ラ
サ
ル
カ
故
ニ
物
権
ト
シ
テ
之
ヲ
認
ム
ル
ノ
必
要
ナ
シ
﹂
と
、
我
が
国
に
お
い
て
人
役
権
を
認
め
る
必
要
は
な
い
と
述
べ
て
い
る（

11
）。

　

人
役
権
の
代
表
と
し
て
用
益
権
を
取
り
上
げ
、
こ
れ
を
地
役
権
と
比
較
す
る
と
、
共
通
点
と
し
て
は
、
共
に
物
権
で
あ
る
と
い
う
点
、
共

に
﹁
所
有
権
の
支
分
権
（dém

em
brem

ent de la propriété

）﹂
と
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
う
点
が
あ
げ
ら
れ
る（

12
）。

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
地

役
権
を
は
じ
め
と
す
る
用
益
物
権
を
所
有
権
の
支
分
権
と
と
ら
え
、
所
有
権
の
一
部
の
機
能
が
用
益
物
権
者
に
分
離
譲
渡
さ
れ
る
も
の
と

し
、
こ
れ
を
用
益
物
権
の
共
通
の
性
質
と
と
ら
え
る
こ
と
が
一
般
的
で
あ
る
。
用
益
権
と
地
役
権
の
相
違
点
と
し
て
は
、
人
の
便
益
の
た
め

に
設
定
さ
れ
る
の
か
不
動
産
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
の
か
と
い
う
基
本
的
な
点
の
ほ
か
、
用
益
権
は
動
産
・
不
動
産
い
ず
れ
に
も
設

定
可
能
で
あ
る
の
に
対
し
て
、
地
役
権
は
不
動
産
に
つ
い
て
の
み
設
定
可
能
と
な
っ
て
い
る
点
が
あ
げ
ら
れ
る
。
ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
権

法
教
科
書
で
は
、
用
益
権
に
つ
い
て
は
権
利
の
一
時
性
（caractère tem

poraire

）
が
法
的
性
質
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
の
に
対
し
て
、
地

役
権
は
恒
久
性
（caractère perpétuel

）
を
有
す
る
も
の
と
の
説
明
が
な
さ
れ
て
い
る（

13
）。

恒
久
性
と
い
う
地
役
権
の
性
質
は
、
日
本
で
は

指
摘
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
日
本
民
法
典
に
お
い
て
も
、
地
役
権
の
存
続
期
間
に
つ
い
て
は
、
他
の
用
益
物
権
と
異
な
り
、
条

文
で
上
限
が
定
め
ら
れ
て
お
ら
ず
、
永
久
に
存
続
す
る
地
役
権
も
設
定
し
う
る（

14
）。

先
般
公
表
さ
れ
た
山
野
目
教
授
の
新
土
地
利
用
権
体
系
構

想
で
は
、
現
行
民
法
を
維
持
し
永
久
の
地
役
権
を
容
認
す
る
と
い
う
方
向
性
が
示
さ
れ
て
い
る（

15
）。

山
野
目
教
授
は
、
地
役
権
の
空
間
的
効
力

内
容
が
土
地
の
利
用
収
益
を
全
面
的
に
所
有
者
か
ら
奪
う
も
の
で
な
い
点
、
相
隣
関
係
が
時
間
的
制
約
の
な
い
法
律
関
係
で
あ
る
点
等
か

　
（
三
三
一
四
）
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ら
、
こ
の
よ
う
な
地
役
権
の
設
定
を
正
面
か
ら
容
認
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
こ
こ
で
も
、
相
隣
関
係
と
地
役
権
と
の
近
接
性
・
同
質
性

が
意
識
さ
れ
て
い
る
。
山
野
目
教
授
は
、
さ
ら
に
、
そ
の
必
要
性
を
な
お
探
る
必
要
性
が
あ
る
と
し
な
が
ら
も
、
個
別
の
法
律
に
よ
り
特
定

の
者
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
﹁
人
役
権
﹂
を
導
入
す
る
こ
と
を
提
案
さ
れ
る（

16
）。

そ
の
背
景
に
は
、
現
代
に
お
け
る
様
々
な
土
地
利
用

の
あ
り
方
・
ニ
ー
ズ
を
、
土
地
の
便
益
の
た
め
に
の
み
設
定
で
き
る
と
す
る
従
来
の
地
役
権
概
念
で
は
十
分
に
と
ら
え
き
れ
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
の
考
察
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、﹁
人
役
権
﹂
は
承
認
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
そ
の
利
用
の
さ
れ
方
は
限
定
的
な
も
の
に
と
ど
ま

っ
て
い
る
し（

17
）、﹁

人
役
権
﹂
と
い
う
語
も
、
現
在
で
は
用
い
ら
れ
る
こ
と
は
少
な
く
な
っ
て
い
る
。
同
構
想
中
で
山
野
目
教
授
が
﹁
人
役
権
﹂

と
さ
れ
て
い
る
の
は
、
地
役
権
と
い
う
枠
組
み
に
収
ま
り
き
ら
な
い
土
地
利
用
形
態
と
し
て
の
物
的
債
務
、
土
地
に
付
随
す
る
物
的
な
義
務

で
あ
る
。
物
的
債
務
（obligation réelle

）
概
念
は
、フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、地
役
権
を
語
る
と
き
に
避
け
て
通
れ
な
い
概
念
と
な
っ
て
い
る
。

　

そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
フ
ラ
ン
ス
地
役
権
法
の
概
要
を
紹
介
し
た
後
（
二
）、
物
的
債
務
概
念
に
つ
い
て
、
現
在
に
お
け
る
議
論
の
到
達

点
を
確
認
し
、
そ
の
よ
う
な
概
念
の
有
用
性
に
も
検
討
を
加
え
た
い
㈢
。
そ
の
後
、
地
役
権
成
立
を
め
ぐ
る
判
例
を
概
観
す
る
㈣
。
地
役
権

成
立
を
認
め
る
か
否
か
に
つ
い
て
、
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
に
お
い
て
は
、
か
な
り
厳
格
な
判
断
が
な
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
地
役
権
成
立

の
困
難
性
は
何
を
意
味
し
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
地
役
権
と
さ
れ
な
か
っ
た
権
利
・
負
担
等
は
、
ど
の
よ
う
な
も
の
と
し
て
把
握
さ
れ
理
解

さ
れ
て
い
る
の
か
を
検
討
す
る
。
最
後
に
は
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
を
め
ぐ
る
議
論
に
も
検
討
の
範
囲
を
広
げ
た
い
㈤
。

二
、
フ
ラ
ン
ス
地
役
権
法
の
概
要

　

フ
ラ
ン
ス
地
役
権
制
度
に
つ
い
て
は
、
既
に
先
行
す
る
い
く
つ
か
の
紹
介
・
研
究
が
あ
る
た
め
、
詳
細
は
そ
れ
ら
に
ゆ
だ
ね
る
こ
と
と
し（

18
）、

こ
こ
で
は
本
稿
で
の
検
討
に
必
要
な
範
囲
で
、フ
ラ
ン
ス
地
役
権
制
度
を
概
観
す
る
。
前
述
の
よ
う
に
、フ
ラ
ン
ス
民
法
典
は
、第
二
編
﹁
財

　
（
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産
お
よ
び
所
有
権
の
様
々
な
変
容
﹂
第
四
章
﹁
地
役
権
ま
た
は
不
動
産
役
務
﹂
に
お
い
て
、地
役
権
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。
同
章
で
は
、

地
役
権
を
﹁
土
地
の
状
態
か
ら
発
生
す
る
地
役
権
（des servitudes qui dérivent de la situation des lieux

）﹂（
第
一
節
、
六
四
〇
条

か
ら
六
四
八
条（

19
））、﹁

法
律
に
よ
る
地
役
権
（des servitudes établies par la loi

）﹂（
第
二
節
、
六
四
九
条
か
ら
六
八
五－

一
条
、
法
定

地
役
権
）、﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
（des servitudes établies par le fait de l ’hom

m
e

）﹂（
第
三
節
、
六
八
六
条
か
ら
七
一
〇
条
、

約
定
地
役
権
）
の
三
種
に
分
け
、
七
四
个
条
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
が
こ
の
よ
う
に
か
な
り
詳
細
で
多
く
の
地
役
権
に

関
す
る
規
定
を
置
い
た
の
は
、
一
八
〇
四
年
民
法
典
が
、
当
時
の
農
村
社
会
を
規
律
の
中
心
と
考
え
不
動
産
法
を
重
要
視
し
た
た
め
で
あ
る

と
思
わ
れ
る
が
、
一
八
〇
四
年
の
民
法
典
制
定
以
来
、
地
役
権
に
関
す
る
規
定
は
ほ
と
ん
ど
改
正
を
経
て
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
地
役
権
法

に
お
い
て
は
、
古
い
規
定
を
新
し
い
経
済
社
会
の
現
実
に
対
応
さ
せ
る
た
め
、
判
例
の
持
つ
意
味
が
大
き
く
、
裁
判
例
も
き
わ
め
て
多
い（

20
）。

し
か
し
、
裁
判
数
と
は
反
対
に
、
農
村
社
会
の
衰
退
と
共
に
、
民
法
上
の
地
役
権
の
持
つ
意
味
は
低
下
の
傾
向
を
見
せ
て
い
る
と
い
う
。
こ

れ
に
対
し
て
重
要
性
を
増
し
て
い
る
の
は
、
公
権
力
が
、﹁
行
政
地
役
権
（servitudes adm

inistratives

）﹂
と
い
う
形
で
、
私
的
所
有
権

に
課
す
制
限
で
あ
る
。
行
政
地
役
権
は
、
仏
民
六
五
〇
条
に
、﹁
公
用
の
た
め
の
地
役
権
（servitude sur l ’utilité publique

）﹂
と
し
て

規
定
さ
れ
て
い
る
が
、
あ
く
ま
で
も
一
般
的
な
利
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
特
定
の
土
地
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も

の
で
は
な
い
点
、
さ
ら
に
は
要
役
地
も
必
要
と
し
な
い
点
で
、
通
常
の
地
役
権
と
は
性
格
が
大
き
く
異
な
る（

21
）。

具
体
的
に
は
、
各
種
の
特
別

法
に
よ
り
、
様
々
な
目
的
の
た
め
に
数
多
く
の
行
政
地
役
権
が
認
め
ら
れ
て
い
る（

22
）。

　

地
役
権
が
設
定
で
き
る
不
動
産
は
、
性
質
に
よ
る
不
動
産
（im

m
euble par nature

）、
す
な
わ
ち
土
地
・
建
物
に
限
ら
れ
る
。
こ
の
意

味
で
は
地
役
権
と
い
う
表
現
よ
り
も
、
不
動
産
役
権
と
い
う
表
現
を
用
い
た
方
が
よ
い
か
も
し
れ
な
い
が
、
フ
ラ
ン
ス
で
は
土
地
・
建
物
を

別
個
の
不
動
産
と
は
考
え
ず
、
両
者
の
所
有
者
が
同
じ
で
あ
れ
ば
建
物
所
有
権
は
土
地
所
有
権
に
吸
収
さ
れ
る
と
考
え
る
た
め
、
以
下
で
も

通
常
通
り
地
役
権
と
呼
ぶ
。
地
役
権
は
、
用
途
に
よ
る
不
動
産
（im

m
euble par destination

）
に
は
設
定
で
き
な
い（

23
）。

性
質
に
よ
る
不

　
（
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動
産
で
あ
る
樹
木
に
つ
き
地
役
権
が
設
定
で
き
る
か
争
わ
れ
た
古
い
判
例
が
あ
る
が
、
樹
木
に
つ
い
て
の
地
役
権
の
設
定
は
否
定
さ
れ
て
い

る（
24
）。

共
有
地
に
つ
い
て
も
地
役
権
の
設
定
が
可
能
で
あ
り
、
地
役
権
の
取
得
・
消
滅
は
、
共
有
者
全
員
に
つ
い
て
一
体
的
に
認
め
ら
れ
る
と

す
る
地
役
権
の
不
可
分
性
（indivisibilité

）
に
関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
る
（
仏
民
七
〇
〇
条
・
七
〇
九
条
・
七
一
〇
条
）。

　

七
四
个
条
の
規
定
の
う
ち
、
我
が
国
の
地
役
権
に
相
当
す
る
の
は
、
第
三
節
で
規
定
さ
れ
て
い
る
﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂、
す
な

わ
ち
土
地
所
有
者
の
設
定
行
為
（
合
意
や
遺
言
）、
長
期
の
占
有
（
時
効
取
得
）、
家
父
の
用
法
指
定
（destination du père de fam

ille

）

に
よ
る
地
役
権
で
あ
る（

25
）。

こ
の
﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂（
約
定
地
役
権
）
が
検
討
の
中
心
と
な
る
。
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
は
、

通
常
、
要
役
地
（fonds dom

inant

）
所
有
者
と
承
役
地
（fonds servant

）
所
有
者
の
間
の
地
役
権
設
定
行
為
に
よ
り
成
立
す
る
。
黙
示

の
設
定
行
為
も
あ
り
得
る
。
こ
の
場
合
、
地
役
権
の
内
容
は
、
公
序
規
定
に
反
し
な
い
限
り
、
当
事
者
の
意
思
に
よ
り
自
由
に
決
定
さ
れ
る

（
仏
民
六
八
六
条
）。
使
用
や
便
益
の
内
容
に
つ
い
て
特
に
制
限
は
な
い
点
は
日
本
法
と
同
様
で
あ
り
、
設
定
行
為
で
定
め
れ
ば
様
々
な
目
的

の
た
め
に
設
定
し
う
る
。
た
だ
し
、
土
地
に
つ
い
て
客
観
的
に
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
さ
れ
て
い
る（

26
）。

便
益
の
内

容
に
応
じ
て
、
あ
る
土
地
へ
の
進
入
が
困
難
な
場
合
に
承
役
地
の
一
部
を
通
行
す
る
こ
と
を
可
能
に
す
る
通
行
地
役
権
（servitude de 

passage

、
袋
地
に
つ
い
て
は
法
定
地
役
権
と
し
て
成
立
す
る
）、
眺
望
を
確
保
す
る
た
め
に
承
役
地
を
利
用
す
る
眺
望
地
役
権
（servitude 

de prospect

）、
要
役
地
に
水
を
引
く
た
め
に
承
役
地
を
利
用
す
る
用
水
地
役
権
（servitude de prise d ’eau

）
等
、
様
々
な
態
様
の
地

役
権
が
設
定
可
能
で
あ
る（

27
）。

　

地
役
権
の
分
類
と
し
て
は
、
我
が
国
と
同
様
に
、
継
続
・
不
継
続
地
役
権
（servitude continue

・servitude discontinue

、
仏
民
六

八
八
条
二
・
三
項
）、
表
現
・
非
表
現
地
役
権
（servitude apparente
・servitude non apparente

、
仏
民
六
八
九
条
二
・
三
項
）、
積

極
的
・
消
極
的
地
役
権
（servitude positive

・servitude négative

）
の
区
別
が
知
ら
れ
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
が
意
味
す
る
と
こ
ろ
は

日
本
法
と
は
若
干
異
な
る（

28
）。

地
役
権
は
、﹁
継
続
﹂
か
つ
﹁
表
現
﹂
の
も
の
に
限
っ
て
、
時
効
取
得
が
可
能
で
あ
る
点
は
同
じ
で
あ
る
（
仏

　
（
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三
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民
六
九
〇
条
・
六
九
一
条
）。
地
役
権
の
時
効
取
得
に
限
り
、
特
別
に
、﹁
継
続
﹂（
土
地
の
利
用
が
継
続
的
に
続
い
て
い
る
こ
と
）
の
要
件

が
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
断
続
的
な
使
用
で
あ
れ
ば
土
地
所
有
者
が
好
意
で
黙
認
し
て
い
る
場
合
が
多
く
、
そ
の
よ
う
な
場
合
に
時
効
取
得

を
認
め
る
の
は
土
地
所
有
者
に
と
っ
て
酷
で
あ
る
こ
と
に
よ
る
。
ま
た
、﹁
表
現
﹂（
土
地
の
利
用
が
外
形
上
認
識
可
能
と
い
う
こ
と
）
と
い

う
要
件
が
課
さ
れ
て
い
る
の
は
、
土
地
が
他
人
に
利
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
ら
な
い
と
、
土
地
所
有
者
が
時
効
を
中
断
す
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
と
い
う
こ
と
に
よ
る
。
こ
の
よ
う
な
説
明
は
日
本
と
同
じ
で
あ
る
が
、
通
行
地
役
権
は
継
続
性
を
欠
く
と
し
て
時
効
取
得
が
否
定

さ
れ
て
い
る
。
我
が
国
の
判
例
は
、
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
に
関
し
て
、﹁
継
続
﹂
要
件
を
満
た
す
に
は
、
通
路
の
開
設
が
必
要
で
あ
り
、

そ
の
開
設
は
要
役
地
所
有
者
に
よ
っ
て
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
す
る
が

（
29
）、

フ
ラ
ン
ス
で
は
﹁
継
続
﹂
要
件
は
、
人
の
行
為
を
要
せ
ず

に
地
役
権
の
行
使
が
継
続
で
き
る
こ
と
と
理
解
さ
れ
て
お
り
、
眺
望
地
役
権
や
建
築
制
限
地
役
権
等
に
は
継
続
性
が
あ
る
が
、
通
行
地
役
権

に
は
そ
も
そ
も
継
続
性
が
な
い
と
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
判
例
は
、
三
〇
年
間
あ
る
土
地
の
上
を
通
行
し
て
い
た
事
例
に
つ
き
、
通
行
地

役
権
の
時
効
取
得
を
認
め
ず
、
代
わ
り
に
所
有
権
の
時
効
取
得
を
認
め
て
い
る（

30
）。

　

承
役
地
所
有
者
は
、
地
役
権
者
の
利
用
を
妨
げ
る
こ
と
が
で
き
な
い
だ
け
で
な
く
、
承
役
地
の
利
用
部
分
を
変
更
す
る
自
由
を
有
し
な
い

（
仏
民
七
〇
一
条
一
・
二
項
）。
た
だ
し
、
承
役
地
所
有
者
の
利
益
と
な
り
、
地
役
権
者
の
損
失
と
な
ら
な
い
こ
と
を
要
件
と
し
て
、
利
用
部

分
の
変
更
が
例
外
的
に
許
容
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
（
同
条
三
項
）。
も
ち
ろ
ん
、
地
役
権
者
は
、
設
定
行
為
（
ま
た
は
時
効
取
得
の
基
礎
と

な
っ
た
占
有
の
態
様
も
し
く
は
﹁
家
父
に
よ
る
用
法
指
定
﹂）
で
定
め
ら
れ
た
目
的
に
従
い
、
承
役
地
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
独

占
的
・
排
他
的
に
承
役
地
を
占
有
し
た
り
管
理
し
た
り
す
る
権
限
は
な
い
。
地
役
権
者
は
、
承
役
地
の
負
担
を
増
大
さ
せ
る
よ
う
な
変
更
を
、

承
役
地
に
も
要
役
地
に
も
加
え
る
こ
と
が
で
き
な
い
（
仏
民
七
〇
二
条
）。
地
役
権
は
、
要
役
地
所
有
者
と
承
役
地
所
有
者
間
に
物
的
な
関

係
を
作
り
出
す
も
の
で
あ
る
が
、
こ
の
関
係
は
両
地
の
承
継
人
に
も
及
ぶ
。

　

地
役
権
の
侵
害
に
対
し
て
は
、
他
の
全
て
の
物
権
同
様
、
物
権
的
請
求
権
が
発
生
し
現
物
で
の
制
裁
が
な
さ
れ
る（

31
）。

現
物
制
裁
に
よ
る
と

　
（
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い
う
こ
と
は
、
た
と
え
ば
、
承
役
地
所
有
者
が
建
築
高
度
制
限
地
役
権
（servitude non altius tollendi

）
が
設
定
さ
れ
て
い
る
に
も
か

か
わ
ら
ず
制
限
を
超
え
た
建
築
を
な
し
た
場
合
に
は
、
損
害
賠
償
に
よ
る
の
で
は
な
く
建
物
自
体
の
撤
去
に
よ
る
こ
と
に
な
る
。
ま
た
、
建

築
禁
止
地
役
権
等
そ
の
遵
守
が
要
役
地
の
隣
地
所
有
者
を
利
す
る
地
役
権
で
あ
っ
て
も
、
要
役
地
所
有
者
の
み
が
承
役
地
所
有
者
に
地
役
権

の
実
現
を
求
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
一
般
的
に
、
地
役
権
の
行
使
が
妨
げ
ら
れ
て
い
る
場
合
に
、
要
役
地
所
有
者
以
外
の
第

三
者
が
侵
害
者
に
対
し
て
不
法
行
為
責
任
を
追
及
す
る
余
地
は
な
い
。
地
役
権
は
、
要
役
地
所
有
者
が
放
棄
す
る
こ
と
で
消
滅
し
う
る
と
い

う
点
か
ら
も
こ
の
よ
う
に
解
さ
れ
る
。
当
然
な
が
ら
、
隣
地
に
他
の
土
地
の
た
め
の
地
役
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
と
考
え
て
あ
る
土
地
を
購

入
し
た
者
が
、
地
役
権
を
侵
害
さ
れ
て
い
る
と
し
て
承
役
地
所
有
者
に
対
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い（

32
）。

三
、
地
役
権
と
物
的
債
務
概
念

　
地
役
権
が
設
定
さ
れ
る
と
、
承
役
地
所
有
者
は
所
有
権
の
行
使
に
際
し
て
様
々
な
制
限
負
担
を
受
け
る
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
、
フ
ラ
ン

ス
に
お
け
る
伝
統
的
な
地
役
権
概
念
で
は
、︽servitus in faciendo non potest

︾（
地
役
権
は
人
に
作
為
義
務
を
課
す
こ
と
は
で
き
な
い
）

と
い
う
法
格
言
に
よ
り
、
要
役
地
所
有
者
と
承
役
地
所
有
者
間
に
債
権
債
務
関
係
は
存
在
し
え
ず
、
承
役
地
所
有
者
が
要
役
地
所
有
者
に
対

し
て
何
ら
か
の
積
極
的
義
務
（
作
為
義
務
）
を
負
う
と
い
う
こ
と
は
考
え
ら
れ
な
い
と
さ
れ
る（

33
）。

仏
民
六
三
七
条
に
よ
れ
ば
、
地
役
権
は
二

つ
の
土
地
の
間
に
関
係
を
作
り
出
す
の
で
あ
り
、
土
地
所
有
者
間
に
債
権
債
務
関
係
を
作
り
出
す
も
の
で
は
な
い
。

　

地
役
権
は
、
承
役
地
所
有
者
に
か
か
る
負
担
（charge

）
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
伝
統
的
な
地
役
権
概
念
を
支
持
す
る

立
場
か
ら
は
、
承
役
地
所
有
者
が
地
役
権
の
負
担
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
所
有
権
の
支
分
権
た
る
地
役
権
が
設
定
さ
れ
る
こ
と

で
自
ら
の
所
有
権
の
機
能
の
一
部
が
制
限
（
あ
る
い
は
要
役
地
所
有
者
に
分
割
譲
渡
）
さ
れ
る
た
め
で
あ
り
、
要
役
地
所
有
者
に
対
す
る
関

　
（
三
三
一
九
）
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係
で
義
務
を
負
う
か
ら
で
は
な
い
と
い
う
。
他
方
、
プ
ラ
ニ
オ
ル
さ
ら
に
は
ジ
ノ
サ
ー
ル
の
物
権
概
念
を
支
持
す
る
立
場
か
ら
は
、
承
役
地

所
有
者
が
地
役
権
の
負
担
に
耐
え
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、﹁
普
遍
的
不
作
為
義
務
（obligation passive universelle

）﹂
を
負
っ
て
い

る
た
め
で
あ
る
こ
と
に
な
る（

34
）。

物
権
は
、
物
権
者
以
外
の
全
て
の
者
に
、
物
権
者
の
権
利
行
使
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
と
い
う
不
作
為
義
務

を
課
す
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
地
役
権
の
場
合
も
同
様
で
あ
る
。
ジ
ノ
サ
ー
ル
ら
は
、
地
役
権
な
ど
の
用
益
物
権
に
つ
い
て
、
消
極
的
な
不
作

為
義
務
お
よ
び
積
極
的
義
務
（
賠
償
や
目
的
物
の
維
持
管
理
）
を
土
地
所
有
者
に
課
す
相
対
的
な
関
係
、す
な
わ
ち
﹁
物
的
義
務
（obligation 

réelle, obligation propter rem

）﹂
を
生
み
出
す
相
対
的
な
権
利
で
あ
る
と
理
解
す
る
。﹁
物
的
義
務
﹂
と
は
、
あ
る
物
の
所
有
者
に
そ
の

物
の
所
有
者
と
し
て
か
か
る
義
務
で
あ
る
と
定
義
さ
れ
る
が（

35
）、

フ
ラ
ン
ス
で
は
、
抵
当
不
動
産
の
第
三
取
得
者
の
地
位
を
説
明
す
る
際
に
用

い
ら
れ
る
等
、
地
役
権
を
論
ず
る
以
外
で
も
広
く
用
い
ら
れ
る
こ
と
の
あ
る
概
念
で
あ
る
。

　

以
上
見
て
き
た
よ
う
に
、
伝
統
的
地
役
権
概
念
に
よ
れ
ば
、
要
役
地
所
有
者
・
承
役
地
所
有
者
は
互
い
に
第
三
者
の
立
場
に
置
か
れ
る
。

地
役
権
の
行
使
に
必
要
な
施
設
の
建
造
お
よ
び
維
持
に
つ
い
て
は
、
特
約
が
な
い
限
り
、
地
役
権
者
が
費
用
を
負
担
す
る
（
仏
民
六
九
七
・

六
九
八
条
）。
し
か
し
、
他
方
で
、
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
中
に
は
、
承
役
地
所
有
者
に
積
極
的
義
務
を
課
す
仏
民
六
九
八
・
六
九
九
条
が
存
在

す
る
（
日
民
二
八
六
・
二
八
七
条
と
同
趣
旨
の
規
定
で
あ
る
）。
両
条
に
よ
れ
ば
、
設
定
契
約
や
そ
の
後
の
契
約
に
よ
り
、
承
役
地
所
有
者

が
自
己
の
費
用
で
地
役
権
行
使
の
た
め
に
工
作
物
設
置
義
務
ま
た
は
工
作
物
の
修
繕
義
務
を
負
う
場
合
が
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
承
役
地
所
有

者
に
特
別
の
作
為
義
務
を
負
わ
せ
る
特
約
も
有
効
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
た
と
え
ば
、
通
行
地
役
権
の
負
担
を
受
け
る
承
役
地
の
所
有
者
が
通

路
の
維
持
管
理
の
義
務
を
負
う
と
約
す
る
よ
う
な
場
合
で
あ
る
。
承
役
地
所
有
者
は
、
承
役
地
の
一
部
の
所
有
権
を
放
棄
す
る
こ
と
で
、
こ

の
義
務
を
免
れ
る
こ
と
が
で
き
る（

36
）。

判
例
は
、
仏
民
六
九
八
条
・
六
九
九
条
に
よ
る
積
極
的
義
務
は
地
役
権
に
付
随
し
て
い
る
た
め
、
地
役

権
者
は
承
役
地
の
特
定
承
継
人
に
対
し
て
も
そ
の
履
行
を
請
求
し
う
る
と
す
る（

37
）。

承
役
地
所
有
者
が
負
う
こ
の
義
務
は
、
万
人
に
対
す
る
絶

対
的
な
対
抗
力
（
対
抗
可
能
性
）
を
有
す
る
債
権
の
興
味
深
い
例
と
も
言
わ
れ
る（

38
）。

し
か
し
、
こ
こ
で
承
役
地
所
有
者
が
負
う
積
極
的
義
務

　
（
三
三
二
〇
）
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の
性
質
は
、
条
文
か
ら
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
こ
の
義
務
が
人
的
な
も
の
か
物
的
な
も
の
か
を
め
ぐ
り
、
フ
ラ
ン
ス
の
学
説
に
大
き
な
議
論

が
起
こ
っ
た
。

　

フ
ラ
ン
ス
の
学
説
の
一
部
は
、
物
的
債
務
概
念
に
よ
る
こ
と
で
、
右
の
場
合
に
承
役
地
所
有
者
が
負
う
積
極
的
義
務
を
説
明
し
よ
う
と
し

た
。
物
的
債
務
概
念
は
、
一
九
世
紀
終
わ
り
に
、
ミ
シ
ョ
ン
が
そ
の
テ
ー
ズ
中
で
明
ら
か
に
し
た
も
の
で
あ
る
が
、
ミ
シ
ョ
ン
の
努
力
は
、

専
ら
、
従
来
の
地
役
権
概
念
で
は
説
明
で
き
な
い
先
述
の
規
定
の
説
明
に
向
け
ら
れ
て
お
り
、
物
的
債
務
概
念
は
あ
く
ま
で
も
こ
れ
ら
の
規

定
の
説
明
に
必
要
な
限
り
で
持
ち
出
さ
れ
て
い
る

（
39
）。

そ
の
後
の
学
説
に
お
い
て
は
、
仏
民
六
八
六
条
の
規
定
と
矛
盾
す
る
民
法
典
中
の
い
く

つ
か
の
規
定
を
説
明
す
る
た
め
だ
け
に
物
的
債
務
概
念
を
持
ち
出
す
こ
と
に
は
否
定
的
な
論
者
が
い
る
一
方
で（

40
）、

ジ
ュ
グ
ラ
ー
ル
の
よ
う
に

こ
の
概
念
の
独
自
性
を
強
調
す
る
論
者
が
現
れ
る（

41
）。

前
者
の
よ
う
な
立
場
に
よ
れ
ば
、
承
役
地
所
有
者
が
積
極
的
義
務
を
負
担
す
る
と
設
定

行
為
で
約
し
た
場
合
に
、
承
役
地
の
特
定
承
継
人
は
土
地
と
共
に
地
役
権
の
負
担
さ
ら
に
こ
の
積
極
的
義
務
を
承
継
す
る
。
こ
の
義
務
が
物

的
債
務
で
あ
り
、
地
役
権
に
付
随
す
る
義
務
（obligation accessoire

）
で
あ
る
。
物
的
債
務
を
付
随
的
債
務
と
す
る
こ
と
に
対
し
て
は
、

主
た
る
債
務
（obligation principale

）
は
存
在
し
て
い
な
い
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
な
さ
れ
る
こ
と
も
あ
る
が
、
地
役
権
と
い
う
物

権
に
付
随
す
る
も
の
と
し
て
付
随
的
債
務
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
。
他
方
、
ジ
ュ
グ
ラ
ー
ル
の
よ
う
に
、
物
的
債
務
概
念
の
独
自
性

を
強
調
す
る
論
者
は
、
地
役
権
を
含
ん
だ
広
い
概
念
と
し
て
物
的
債
務
を
と
ら
え
る
。
こ
の
よ
う
な
立
場
で
は
、
物
的
債
務
は
物
権
（
地
役

権
）
の
付
随
物
で
は
な
く
、
こ
れ
が
主
た
る
債
務
と
な
る
。

　

物
的
債
務
自
体
の
性
質
に
つ
い
て
は
、
債
権
的
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
論
者（

42
）、

物
権
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
考
え
る
論
者（

43
）、

両
者
が
合
わ
さ
っ
た
中
間
的
な
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
が
い
る（

44
）。

最
近
で
は
、
物
的
債
務
を
債
権
的
な
性
質
を
有
す
る
も
の
と
論
じ
る

も
の
が
多
い
よ
う
で
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
立
場
か
ら
は
、
承
役
地
所
有
者
が
積
極
的
義
務
を
負
担
す
る
と
設
定
行
為
で
約
し
た
場
合
、
承

役
地
の
特
定
承
継
人
は
こ
の
債
務
を
承
継
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
は
、
承
役
地
の
特
定
承
継
人
が
承
役
地
の
既
存
の
状
態
を
そ
の
ま
ま
引

　
（
三
三
二
一
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き
受
け
そ
れ
を
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る（

45
）。

地
役
権
は
物
権
で
あ
り
、
権
利
主
体
（
要
役
地
所
有
者
）
と
権
利
客
体
（
承
役

地
）
の
直
接
的
な
関
係
を
前
提
と
し
、
承
役
地
所
有
者
さ
ら
に
は
そ
の
特
定
承
継
人
は
、
こ
の
主
体
―
客
体
関
係
に
は
無
縁
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
権
利
の
構
造
か
ら
、
承
役
地
と
と
も
に
地
役
権
（
の
負
担
）、
そ
れ
に
付
随
す
る
物
的
義
務
が
、
当
然
に
特
定
承
継
人
に
移
転
す
る

こ
と
を
説
明
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
よ
う
に
見
て
く
る
と
、
承
役
地
の
特
定
承
継
人
に
よ
る
地
役
権
の
尊
重
―
す
な
わ
ち
物
の
取
得

者
に
よ
る
物
権
の
尊
重
―
の
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、
物
権
の
外
部
的
関
係
、
第
三
者
へ
の
対
抗
力
（
対
抗
可
能
性
）
の
問
題
で
あ
る
。
物
的
債

務
た
る
積
極
的
義
務
は
、
地
役
権
に
付
随
し
て
移
転
す
る
が
、
そ
う
す
る
と
、
承
役
地
の
特
定
承
継
人
は
、
物
的
債
務
の
負
担
を
受
け
る
債

務
者
と
な
る
。
承
役
地
の
特
定
承
継
人
は
、
こ
の
積
極
的
義
務
に
つ
い
て
第
三
者
で
は
な
く
当
事
者
の
立
場
に
立
つ
こ
と
に
な
り
、
債
務
者

と
し
て
物
的
債
務
に
拘
束
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
は
、契
約
の
相
対
性
へ
の
例
外
と
し
て
説
明
さ
れ
う
る
と
い
う（

46
）。

物
的
債
務
は
、
人
的
債
務
で
は
あ
る
が
、
以
上
の
点
か
ら
、
例
外
的
な
人
的
債
務
と
説
明
さ
れ
る
。
仏
民
六
九
九
条
に
よ
り
、
承
役
地
所
有

者
は
承
役
地
を
放
棄
す
る
こ
と
で
そ
の
積
極
的
義
務
を
免
れ
る
が
、
こ
れ
も
通
常
の
人
的
債
務
の
性
質
に
対
す
る
例
外
と
説
明
さ
れ
る
。

　

以
上
の
よ
う
な
説
明
は
、
地
役
権
に
付
随
す
る
義
務
と
し
て
、
物
的
債
務
を
と
ら
え
た
場
合
の
説
明
で
あ
る
が
、
学
説
に
お
い
て
は
、
地

役
権
を
も
説
明
し
う
る
広
い
概
念
と
し
て
物
的
債
務
概
念
を
と
ら
え
る
も
の
が
あ
る
。た
と
え
ば
、ア
ベ
ル
カ
ー
ヌ
は
、そ
の
論
文
中
で
、﹁
法

律
は
合
意
に
よ
り
物
的
債
務
を
創
設
す
る
こ
と
を
認
め
た
。
そ
れ
を
法
律
は
地
役
権
と
呼
ん
で
い
る
﹂
と
述
べ
て
い
た（

47
）。

こ
の
よ
う
な
物
的

債
務
概
念
自
体
の
有
用
性
に
つ
い
て
は
、
現
在
で
も
議
論
が
途
絶
え
る
こ
と
は
な
い
が（

48
）、

物
的
債
務
概
念
自
体
は
、
地
役
権
の
存
在
か
ら
生

じ
る
状
態
を
説
明
す
る
の
に
必
要
で
も
十
分
で
も
な
い
概
念
と
言
え
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
要
役
地
所
有
者
か
ら
見
れ
ば
、
地
役
権
は

物
的
債
務
概
念
を
用
い
る
こ
と
な
く
説
明
可
能
で
あ
る
し
、
承
役
地
所
有
者
か
ら
見
て
も
、
地
役
権
は
所
有
権
の
支
分
権
な
い
し
は
土
地
に

課
さ
れ
た
負
担
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
で
十
分
で
あ
ろ
う
（
承
役
地
所
有
者
は
、
地
役
権
の
行
使
を
受
動
的
に
受
け
る
だ
け
で
、
い
か
な
る

債
務
も
負
担
し
な
い
）。
現
に
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
概
念
を
用
い
る
こ
と
な
く
、
日
民
二
八
六
・
二
八
七
条
の
よ
う
な
状
況
、

　
（
三
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二
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承
役
地
所
有
者
が
積
極
的
義
務
を
負
う
場
面
を
説
明
で
き
て
い
る
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
近
時
の
ス
カ
ペ
ル
論
文
で
は
、
物
的
債
務
は
地
役

権
と
は
別
個
の
概
念
で
あ
り
、
両
者
を
区
別
す
る
こ
と
の
必
要
性
が
説
か
れ
て
い
る（

49
）。

ス
カ
ペ
ル
に
よ
れ
ば
、
地
役
権
な
ど
の
制
限
物
権
に

付
随
す
る
義
務
と
し
て
の
本
来
の
物
的
債
務
（
論
文
中
で
は
完
全
物
的
債
務obligation réelle parfaite

と
呼
ば
れ
る
）
と
は
別
に
、
六
八

六
条
が
禁
じ
る
（
承
役
地
所
有
者
の
）﹁
作
為
義
務
を
伴
う
地
役
権
（servitude in faciendo

）﹂
を
回
避
す
る
手
段
と
し
て
物
的
債
務
概

念
が
用
い
ら
れ
、
本
来
の
物
的
債
務
概
念
を
ゆ
が
め
て
い
る
と
い
う
。
判
例
は
、
仏
民
六
九
八
条
に
忠
実
に
、
承
役
地
所
有
者
の
積
極
的
義

務
を
、
地
役
権
と
と
も
に
し
か
認
め
な
い（

50
）。

ま
た
、
土
地
の
賃
借
人
は
、
自
ら
が
賃
貸
し
て
い
る
土
地
に
つ
い
て
、
要
役
地
と
し
て
も
承
役

地
と
し
て
も
地
役
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い（

51
）。

農
地
の
賃
借
人
に
つ
き
法
定
地
役
権
と
し
て
の
通
行
権
を
認
め
な
か
っ
た
判
例
も
あ

る（
52
）。

債
権
的
な
性
質
を
持
つ
物
的
債
務
で
あ
れ
ば
、
土
地
所
有
者
で
な
く
と
も
設
定
・
負
担
が
可
能
な
は
ず
で
あ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、

以
下
で
見
る
よ
う
に
、
地
役
権
の
成
立
に
つ
い
て
は
大
変
厳
格
な
態
度
を
示
し
て
お
り
、
地
役
権
と
は
別
に
、
土
地
に
付
随
す
る
物
的
な
義

務
の
承
認
に
は
消
極
的
で
あ
る
。

四
、
地
役
権
の
成
立

⑴
　
土
地
の
便
益
に
供
す
る
権
利

　
仏
民
六
八
六
条
は
、
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
に
つ
い
て
、
仏
民
六
三
七
条
に
続
き
再
度
、﹁
⋮
用
役
は
人
に
課
さ
れ
て
は
な
ら
な
い
し
、

人
の
た
め
に
課
さ
れ
て
も
な
ら
ず
、
あ
る
土
地
に
あ
る
土
地
の
た
め
だ
け
に
課
さ
れ
る
﹂
と
、
地
役
権
は
、
公
序
に
反
し
な
い
範
囲
で
、
土

地
に
つ
き
土
地
の
便
益
の
た
め
に
し
か
設
定
で
き
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
ラ
ル
メ
に
よ
れ
ば
、
仏
民
六
八
六
条
・
六
三
七
条
に

お
い
て
最
も
重
要
な
点
は
、
地
役
権
は
不
動
産
の
便
益
し
か
目
的
と
し
得
ず
、
不
動
産
所
有
者
に
つ
い
て
不
動
産
所
有
者
と
し
て
し
か
課
さ

　
（
三
三
二
三
）



地
役
権
概
念
の
再
検
討

�

三
〇
六

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

れ
な
い
と
い
う
点
で
あ
る（

53
）。﹁

土
地
の
便
益
の
た
め
﹂
と
い
う
要
件
は
、
地
役
権
に
基
づ
く
対
人
的
権
利
を
制
限
し
、
恒
久
的
で
人
的
な
不

動
産
役
務
を
禁
止
す
る
趣
旨
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る（

54
）。

こ
れ
ら
の
規
定
は
、
封
建
制
度
下
の
よ
う
に
土
地
所
有
者
が
土
地
便
益
と
無
関
係
に

他
者
を
支
配
す
る
こ
と
を
阻
止
す
る
と
い
う
歴
史
的
意
義
を
有
し
て
い
た
と
言
え
よ
う（

55
）。

し
か
し
、
こ
の
地
役
権
の
自
由
な
設
定
に
対
す
る

制
限
は
、
今
日
に
お
い
て
は
、
行
き
過
ぎ
た
も
の
で
あ
る
と
考
え
る
論
者
が
多
い（

56
）。

民
法
典
制
定
か
ら
二
〇
〇
年
以
上
を
経
た
今
日
に
お
い

て
、
ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
期
に
お
け
る
よ
う
な
封
建
的
不
動
産
土
地
所
有
制
度
が
復
活
す
る
こ
と
は
考
え
ら
れ
ず
、
仏
民
六
八
六
条
の
意

義
は
失
わ
れ
つ
つ
あ
る
と
さ
れ
る
。
し
か
し
、
判
例
は
、
こ
の
よ
う
な
学
説
の
流
れ
に
好
意
的
な
も
の
と
は
言
え
ず
、
土
地
の
便
益
以
外
の

た
め
に
課
さ
れ
た
負
担
を
地
役
権
と
解
し
て
は
い
な
い
。
以
下
で
は
、
地
役
権
の
成
立
が
問
題
と
な
っ
た
判
例
の
う
ち
、﹁
土
地
の
便
益
の

た
め
﹂
と
い
う
要
件
に
関
す
る
判
例
を
い
く
つ
か
紹
介
検
討
す
る
。

1
．
破
毀
院
民
事
部
一
九
三
六
年
六
月
三
〇
日
判
決

（
57
）

　

本
判
決
で
は
、﹁
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
条
項
（
住
宅
専
用
条
項
、clause d ’habitation bourgeoise （

58
））﹂

と
呼
ば
れ
る
条
項
に
よ
り
地
役
権
の
設

定
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た（

59
）。

ブ
ル
ジ
ョ
ワ
条
項
は
、
不
動
産
の
画
地
の
際
の
条
件
明
細
書
（cahiers des charges

）

に
挿
入
さ
れ
る
こ
と
が
多
く
、﹁
ヴ
ィ
ラ
（villas

）﹂
な
ど
と
い
っ
た
名
称
の
つ
い
た
区
画
地
に
つ
い
て
雰
囲
気
に
そ
ぐ
わ
な
い
建
物
の
建

築
を
一
般
的
に
禁
じ
た
り
、
区
分
所
有
建
物
内
で
一
定
の
自
由
業
や
工
場
等
を
営
む
こ
と
を
禁
じ
た
り
す
る
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
の
事
例

で
は
、
土
地
の
売
主
た
る
パ
リ
市
と
買
主
Ｘ
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
売
買
契
約
書
に
も
、
さ
ら
に
は
Ｘ
と
Ｘ
か
ら
区
画
地
の
転
売
を
受
け
た
転

得
者
ら
の
間
で
交
わ
さ
れ
た
売
買
契
約
書
中
に
も
、﹁
売
却
地
を
︽habitation bourgeoise

︾
以
外
の
使
用
に
用
い
て
は
な
ら
な
い
﹂
と
の

条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
破
毀
院
は
、
こ
の
よ
う
な
一
般
的
な
表
現
を
用
い
た
条
項
は
、
契
約
当
事
者
だ
け
を
個
人
的
に
義
務
づ
け
る
も

の
で
は
な
く
、
隣
り
合
っ
た
土
地
そ
れ
ぞ
れ
に
負
担
を
課
す
と
同
時
に
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
便
益
を
高
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
地

役
権
を
設
定
し
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
し
た
。
そ
の
よ
う
に
解
す
る
と
、
各
土
地
に
課
せ
ら
れ
た
建
築
制
限
地
役
権
は
土
地
そ
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の
も
の
と
共
に
移
転
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
こ
で
注
意
し
て
お
き
た
い
の
は
、
本
判
決
は
、
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
条
項
全
て
で
は
な
く
、
そ
れ
ら
の

規
定
の
仕
方
に
よ
っ
て
は
、
地
役
権
の
設
定
と
解
す
る
余
地
が
あ
る
と
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
地
役
権
が
設
定
さ
れ
た
と
い
う
た
め
に
は
、

あ
る
土
地
の
便
益
の
た
め
に
他
の
土
地
に
負
担
が
課
せ
ら
れ
た
と
い
う
点
が
必
要
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
に
解
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
条
項
の

場
合
は
、
契
約
者
に
単
な
る
人
的
な
債
務
を
課
す
だ
け
の
も
の
に
す
ぎ
な
い（

60
）。

　

地
役
権
は
土
地
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
あ
る
者
の
便
益
の
み
を
目
的
と
す
る
場
合
に
は
設
定
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
と
い
う
点
は
よ
い
と
し
て
も
、
は
た
し
て
ブ
ル
ジ
ョ
ワ
条
項
に
よ
り
、
地
役
権
の
成
立
を
認
め
る
の
か
、
そ
れ
と
も
人
的
な
債
務
の
み

の
成
立
を
認
め
る
の
か
は
、容
易
な
問
題
で
は
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。﹁
土
地
の
便
益
の
た
め
﹂
と
い
う
要
件
が
認
め
ら
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、

明
確
な
基
準
が
あ
る
わ
け
で
は
な
く
、
結
局
、
問
題
と
な
る
条
項
の
規
定
の
仕
方
に
か
か
っ
て
い
る
と
思
わ
れ
る（

61
）。

前
章
で
見
た
よ
う
に
、

地
役
権
は
承
役
地
所
有
者
に
あ
く
ま
で
も
地
役
権
の
負
担
に
耐
え
る
と
い
う
消
極
的
義
務
を
課
す
だ
け
で
あ
る
と
い
う
フ
ラ
ン
ス
の
伝
統
的

地
役
権
概
念
か
ら
す
れ
ば
、
た
と
え
ば
、﹁
あ
る
土
地
に
つ
き
取
得
者
は
一
定
の
ス
タ
イ
ル
の
建
物
を
建
て
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
﹂
と
い
っ

た
内
容
の
取
得
者
に
積
極
的
義
務
を
課
す
条
項
に
よ
っ
て
は
、
地
役
権
の
設
定
は
認
め
ら
れ
な
い
こ
と
に
な
る
。
地
役
権
が
設
定
さ
れ
た
と

さ
れ
る
に
は
、
消
極
的
義
務
を
課
す
形
で
条
項
を
作
成
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
と
え
ば
、﹁
こ
の
よ
う
な
材
料
で
こ
の
よ
う
な
ス
タ
イ

ル
の
建
物
を
建
て
る
こ
と
は
禁
止
す
る
﹂
と
い
う
よ
う
に
で
あ
る
。
学
説
の
多
く
は
、
こ
の
よ
う
な
条
項
作
成
の
ス
タ
イ
ル
に
よ
り
、
地
役

権
の
成
立
の
可
否
が
左
右
さ
れ
る
こ
と
は
、
好
ま
し
い
も
の
で
は
な
い
と
考
え
て
い
る
。

2
．
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
七
六
年
六
月
二
二
日
判
決（

62
）

　

本
判
決
は
、
あ
る
者
に
つ
き
狩
猟
権
が
付
与
さ
れ
た
場
合
に
、
地
役
権
が
設
定
さ
れ
た
と
見
る
こ
と
が
で
き
る
か
が
問
題
と
な
っ
た
事
例

で
あ
る
。
破
毀
院
は
、﹁
⋮
そ
れ
︹
狩
猟
権
︺
が
認
め
ら
れ
た
土
地
は
い
か
な
る
便
益
も
得
る
こ
と
が
で
き
な
い
し
、
こ
の
権
利
が
も
た
ら

し
う
る
利
益
ま
た
は
便
益
は
、
土
地
の
所
有
権
者
の
人
格
に
の
み
関
係
し
、
土
地
自
体
に
は
関
係
し
な
い
﹂
と
述
べ
、
狩
猟
権
は
土
地
そ
の

　
（
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も
の
の
便
益
を
高
め
る
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
は
な
く
、
あ
る
土
地
の
所
有
権
者
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
る
も
の
で
し
か
な
い
と

し
て
、
地
役
権
の
成
立
を
否
定
し
た
。
我
が
国
の
教
科
書
で
は
、
禁
止
さ
れ
て
い
る
人
役
権
の
例
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
狩
猟
権
設
定
の
例

が
あ
げ
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
狩
猟
権
さ
ら
に
は
漁
業
権
の
設
定
に
関
し
て
は
、
い
ま
で
も
多
く
の
裁
判
例
が
あ
り
、
議

論
と
な
る
こ
と
が
多
い（

63
）。

ア
ン
シ
ャ
ン
レ
ジ
ー
ム
下
、
一
六
六
九
年
の
オ
ル
ド
ナ
ン
ス
に
お
い
て
狩
猟
権
の
付
与
は
貴
族
に
対
し
て
の
み
認

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
が
、
そ
れ
以
前
に
領
主
が
地
域
住
民
に
付
与
し
た
狩
猟
権
に
つ
き
地
役
権
の
性
質
を
有
す
る
と
し
た
古
い
判
例
が

あ
る
（
特
定
の
住
民
の
た
め
で
は
な
く
、
あ
る
地
域
の
住
民
全
て
に
狩
猟
権
を
付
与
す
る
と
し
た
こ
と
が
、
地
役
権
の
承
認
に
つ
な
が
っ
た

よ
う
で
あ
る（

64
））。

そ
の
後
、
変
遷
を
経
て
、
破
毀
院
は
、
本
判
決
に
お
い
て
、
狩
猟
権
に
つ
い
て
地
役
権
と
し
て
の
性
質
を
否
定
す
る
に
至

っ
た（

65
）。

こ
の
よ
う
な
破
毀
院
の
立
場
に
対
し
て
は
、
あ
る
土
地
が
狩
猟
ま
た
は
釣
り
に
し
か
適
さ
な
い
土
地
で
あ
れ
ば
、
狩
猟
・
漁
業
は
こ

れ
ら
の
土
地
の
通
常
の
使
用
方
法
で
あ
り
、
土
地
の
便
益
を
高
め
る
も
の
と
し
て
、
地
役
権
の
成
立
を
認
め
る
余
地
が
あ
る
と
の
批
判
が
あ

る（
66
）。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
破
毀
院
は
、
こ
こ
で
も
、
地
役
権
の
成
立
に
つ
き
﹁
土
地
の
便
益
の
た
め
﹂
と
い
う
要
件
を
厳
格
に
解
し
て
い
る
と

言
え
よ
う（

67
）。

3
．
破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
〇
一
年
七
月
四
日
判
決

（
68
）

　

本
判
決
で
は
、
競
業
避
止
義
務
条
項
（clause de non-concurrence

）
に
よ
り
、
地
役
権
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
か
、
そ
れ

と
も
単
に
債
権
的
な
性
質
を
有
す
る
義
務
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
だ
け
な
の
か
が
争
わ
れ
た
。
営
業
財
産
（fonds de 

com
m

erce

）
の
譲
渡
に
際
し
、
競
業
避
止
義
務
条
項
を
挿
入
す
る
こ
と
に
よ
り
、
一
方
の
職
業
活
動
と
競
合
す
る
よ
う
な
活
動
を
、
一
定

期
間
、
一
定
地
域
で
行
わ
な
い
こ
と
を
約
す
る
こ
と
が
よ
く
行
わ
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
条
項
も
、
債
務
者
に
通
常
の
営
業
を
認
め
る
範
囲
に

お
い
て
は
、
営
業
の
自
由
を
強
く
制
限
す
る
も
の
で
は
な
く
適
法
で
あ
る
と
さ
れ
る
。

　

本
判
決
の
事
例
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
Ｘ
夫
妻
が
所
有
す
る
甲
土
地
が
、
Ｙ
不
動
産
民
事
会
社
（Société civile im

m
obilière, 

　
（
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SC
I

）
に
売
却
さ
れ
た
。
売
買
契
約
書
に
は
、﹁
甲
地
上
で
ど
の
よ
う
な
形
態
の
営
業
を
行
っ
て
も
よ
い
が
、
手
作
り
方
式
で
の
パ
ン
・
菓
子

の
製
造
販
売
は
禁
止
す
る
﹂
旨
の
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
。
Ｙ
社
は
、
甲
地
上
に
、
商
業
用
建
物
（
ス
ー
パ
ー
マ
ー
ケ
ッ
ト
）
を
建
造
し

た
後
、
甲
地
と
と
も
に
建
物
を
Ｚ
不
動
産
民
事
会
社
に
売
却
し
た
が
、
そ
の
際
の
売
買
契
約
書
に
も
再
び
同
様
の
競
業
避
止
義
務
条
項
が
挿

入
さ
れ
て
い
た
。
Ｚ
会
社
は
、
甲
地
を
含
む
営
業
財
産
を
、
Ａ
有
限
会
社
に
賃
貸
し
た
と
こ
ろ
、
Ａ
社
は
禁
止
さ
れ
て
い
る
手
作
り
方
式
で

の
パ
ン
・
菓
子
の
製
造
販
売
を
甲
地
上
で
始
め
た
。
こ
れ
が
競
業
避
止
義
務
条
項
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
、
Ｘ
夫
妻
は
、
Ｙ
Ｚ
両
社
な
ら

び
に
Ａ
社
に
対
し
損
害
賠
償
を
求
め
て
提
訴
し
た
。
控
訴
院
判
決
で
は
、
競
業
避
止
義
務
条
項
は
、﹁
あ
る
土
地
の
便
益
の
た
め
に
他
の
土

地
に
つ
き
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
を
設
定
す
る
も
の
﹂
で
あ
る
と
さ
れ
た
が
、
本
件
で
は
、
要
役
地
が
特
定
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
結
果
、

本
件
競
業
避
止
義
務
条
項
は
地
役
権
設
定
契
約
と
し
て
は
無
効
で
あ
る
と
の
判
断
が
下
さ
れ
た
。
し
か
し
、
破
毀
院
は
、
あ
る
者
の
た
め
に

土
地
の
利
用
を
制
限
す
る
と
い
う
条
項
か
ら
生
じ
る
の
は
契
約
当
事
者
の
み
を
拘
束
す
る
人
的
な
債
務
に
す
ぎ
な
い
と
し
て
、
控
訴
院
判
決

を
仏
民
六
八
六
条
・
一
一
三
四
条
に
基
づ
き
破
毀
し
た
。

　

競
業
避
止
義
務
条
項
の
恩
恵
を
受
け
る
の
は
、
営
業
財
産
の
譲
受
人
な
い
し
譲
渡
人
で
あ
り
、
不
動
産
で
は
な
い
。
こ
の
点
か
ら
、
判
例

は
、
長
ら
く
、
競
業
避
止
義
務
条
項
は
義
務
者
に
人
的
債
務
を
課
す
も
の
で
し
か
な
い
と
し
、
さ
ら
に
そ
れ
が
永
久
に
競
業
を
禁
ず
る
内
容

で
あ
れ
ば
無
効
で
あ
る
と
し
て
き
た（

69
）。

た
し
か
に
、
そ
の
後
の
判
例
に
は
、
あ
る
不
動
産
の
便
益
の
た
め
に
あ
る
不
動
産
に
つ
い
て
約
さ
れ

た
永
久
に
競
業
を
禁
ず
る
内
容
の
条
項
は
無
効
で
は
な
い
と
し
た
も
の
も
存
在
し
た（

70
）。

し
か
し
、
本
判
決
は
、
競
業
避
止
義
務
条
項
に
よ
り

地
役
権
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
な
い
こ
と
を
再
確
認
し
た
の
で
あ
る
。
た
だ
し
、
従
前
の
判
例
で
問
題
と
な
っ
た
の
は
、
い
ず
れ
も

一
定
目
的
の
た
め
に
（
た
と
え
ば
倉
庫
と
し
て
）
改
良
さ
れ
た
不
動
産
ば
か
り
で
あ
り
、
競
業
避
止
地
役
権
が
土
地
の
便
益
の
た
め
に
設
定

さ
れ
た
も
の
と
解
す
る
こ
と
が
可
能
な
事
例
ば
か
り
で
あ
っ
た
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
本
判
決
の
射
程
範
囲
を
狭
く
と
ら
え
、
目
的
物
に
つ
き

特
別
な
改
良
が
な
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
つ
い
て
は
、
競
業
避
止
義
務
条
項
か
ら
生
じ
る
の
は
人
的
債
務
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し

　
（
三
三
二
七
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た
判
決
と
考
え
る
学
説
も
あ
る（

71
）。

判
例
は
、
同
条
項
に
よ
り
、
地
役
権
が
設
定
さ
れ
た
と
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
し
、
人
的
債
務
（
ス
カ
ペ

ル
の
い
う
物
的
債
務
）
が
生
じ
た
に
す
ぎ
な
い
と
見
ら
れ
る
場
合
も
あ
る
と
考
え
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　

こ
こ
で
問
題
と
な
る
の
は
、
こ
の
よ
う
な
競
業
避
止
義
務
条
項
の
対
第
三
者
対
抗
可
能
性
の
問
題
で
あ
る
。
本
判
決
の
Ａ
社
の
よ
う
な
者

か
ら
は
競
業
避
止
義
務
条
項
の
存
在
は
認
識
し
が
た
く
、
こ
の
よ
う
な
条
項
に
よ
り
地
役
権
（
非
表
現
地
役
権
）
の
成
立
を
認
め
る
こ
と
に

は
、
第
三
者
に
予
想
外
の
結
果
を
も
た
ら
し
大
き
な
問
題
が
あ
る
と
の
指
摘
が
あ
る（

72
）。

競
業
避
止
義
務
条
項
か
ら
生
じ
る
の
が
人
的
債
務
に

す
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
公
示
す
る
必
要
は
な
い
が
、
目
的
物
の
譲
渡
の
た
び
に
条
項
の
存
在
を
明
ら
か
に
す
る
必
要
が
あ
る
。
競
業
避
止
義

務
条
項
か
ら
生
じ
る
の
が
地
役
権
の
場
合
は
不
動
産
公
示
を
要
し
、
公
示
す
る
こ
と
で
万
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
こ
の
よ
う

に
、
対
第
三
者
に
対
す
る
関
係
で
は
両
者
に
は
大
き
な
差
異
が
あ
り
、
競
業
避
止
義
務
条
項
に
よ
り
生
じ
る
権
利
を
ど
の
よ
う
な
性
質
の
も

の
と
解
す
る
か
は
大
変
重
大
な
結
果
を
も
た
ら
す
。

　

も
っ
と
も
最
後
に
四
で
検
討
す
る
よ
う
に
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
に
つ
い
て
は
通
常
の
対
抗
問
題
と
は
異
な
る
取
扱
い
が
さ
れ
て
お
り
、

実
は
、
こ
こ
で
、
競
業
避
止
義
務
条
項
か
ら
生
じ
る
権
利
の
性
質
を
ど
ち
ら
と
考
え
る
か
は
さ
ほ
ど
重
要
で
な
い
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
地
役

権
は
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
た
と
え
公
示
し
た
と
し
て
も
、
承
役
地
の
売
却
に
際
し
て
は
、
公
示
に
加
え
て
さ
ら
に
売
買
契
約
書

中
で
地
役
権
の
存
在
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
、
売
主
の
追
奪
担
保
責
任
が
問
わ
れ
る
。
ま
た
、
た
と
え
未
公
示
の
地
役
権
で
あ
っ
て
も
、

そ
の
存
在
が
売
買
契
約
書
中
で
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
れ
ば
、
承
役
地
所
有
者
は
悪
意
の
第
三
者
と
さ
れ
、
未
公
示
地
役
権
を
も
っ
て
対
抗
で

き
る
の
で
あ
る
。
ス
カ
ペ
ル
論
文
は
、あ
る
権
利
が
地
役
権
な
の
か
債
権
的
な
性
質
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
物
的
債
務
（
ス
カ
ペ
ル
論
文
は
、

物
的
債
務
を
純
粋
に
債
権
的
な
も
の
と
と
ら
え
る
）
な
の
か
の
区
別
は
、
技
術
的
な
も
の
に
す
ぎ
ず
、
客
観
的
な
考
慮
、
特
に
経
済
的
な
考

慮
に
左
右
さ
れ
る
と
説
く（

73
）。

不
動
産
に
課
せ
ら
れ
た
あ
る
負
担
が
ど
の
よ
う
な
性
質
を
有
す
る
の
か
決
定
す
る
場
合
の
解
釈
の
基
準
は
、
不

動
産
に
か
か
る
負
担
の
客
観
的
経
済
的
有
用
性
の
探
求
に
よ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
と
す
る
の
で
あ
る
。

　
（
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三
二
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⑵
　
地
役
権
者
特
定
の
必
要
性

　

土
地
の
便
益
の
た
め
に
設
定
さ
れ
た
権
利
で
あ
っ
て
も
、
破
毀
院
は
、
受
益
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
地
役
権
の
成
立
を
否

定
し
て
い
る（

74
）。

こ
こ
で
は
、
近
時
、
こ
の
点
を
め
ぐ
っ
て
問
題
と
な
っ
た
い
く
つ
か
の
破
毀
院
判
例
を
見
て
お
こ
う
。

1
．
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
九
二
年
三
月
二
五
日
判
決

（
75
）

　

本
判
決
で
は
、
あ
る
湖
沼
地
帯
に
存
す
る
土
地
に
つ
い
て
、﹁
二
番
草
権
（droit de seconde herbe

）﹂
と
い
う
家
畜
の
放
牧
権
が
問

題
と
な
っ
た
。
Ｘ
ら
が
、
一
六
五
二
年
三
月
二
五
日
に
土
地
所
有
者
と
の
間
で
結
ば
れ
た
合
意
に
基
づ
き
、
サ
ン
・
ネ
ル
ヴ
ァ
ン
（Saint-

N
ervin

）
地
域
の
住
民
と
し
て
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
土
地
に
つ
き
﹁
二
番
草
権
﹂
を
有
す
る
と
し
て
、
土
地
所
有
者
Ｙ
ら
に
対
し
、
家
畜

の
放
牧
を
認
め
る
よ
う
求
め
た
も
の
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、
こ
の
権
利
は
地
役
権
で
は
な
い
が
、
特
別
な
性
質
を
有
す

る
不
動
産
物
権
で
あ
る
と
し
た
。
特
定
の
土
地
に
負
担
を
課
す
こ
の
よ
う
な
不
動
産
物
権
が
認
め
ら
れ
る
と
し
て
も
、
問
題
と
な
っ
て
い
る

土
地
の
周
辺
地
住
民
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
権
利
に
す
ぎ
ず
、
権
利
者
は
あ
る
特
定
の
不
動
産
の
所
有
者
で
は
な
く
特
定
さ
れ
て
い
な
い
。

破
毀
院
が
、
地
役
権
の
成
立
を
否
定
し
た
の
は
、
こ
の
点
を
問
題
と
し
た
た
め
で
あ
る
。
た
だ
し
、
破
毀
院
は
、
本
判
決
で
は
、
民
法
典
に

も
農
事
法
典
に
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
不
動
産
物
権
で
あ
る
﹁
二
番
草
権
﹂
の
存
在
を
肯
定
し
て
お
り
、
さ
ら
に
こ
の
権
利
は
（
当
然
な
が

ら
）
不
動
産
公
示
の
対
象
と
は
な
ら
な
い
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。

2
．
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
九
六
年
三
月
六
日
判
決

（
76
）

　

本
判
決
で
は
、
パ
リ
市
中
心
部
で
の
通
行
権
（droit de passage
）
の
存
在
が
争
わ
れ
た
。
一
八
六
三
年
五
月
一
八
日
付
け
の
売
買
契

約
書
に
よ
り
、
パ
リ
市
が
売
り
渡
し
た
サ
ン
・
ミ
シ
ェ
ル
広
場
六
番
地
に
つ
い
て
、
当
該
土
地
の
所
有
者
は
、
隣
接
す
る
通
り
に
出
る
た
め

に
人
々
が
通
路
を
通
行
す
る
こ
と
を
恒
久
的
に
認
め
、
朝
六
時
か
ら
午
前
〇
時
ま
で
通
路
を
開
放
す
る
旨
が
約
さ
れ
た
。
そ
の
後
、
サ
ン
・

ミ
シ
ェ
ル
広
場
六
番
地
の
建
物
の
共
同
所
有
者
組
合
が
、
パ
リ
市
と
の
合
意
に
よ
り
、
通
路
の
開
放
時
間
を
修
正
し
た
の
に
対
し
、
近
接
地

　
（
三
三
二
九
）
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で
ホ
テ
ル
を
経
営
す
る
Ｘ
社
ら
が
、
一
八
六
三
年
の
合
意
で
定
め
ら
れ
た
通
路
の
開
放
時
間
を
守
る
よ
う
、
共
同
所
有
者
組
合
を
訴
え
た
の

が
本
事
例
で
あ
る
。
本
判
決
に
お
い
て
、
破
毀
院
は
、
問
題
と
な
っ
て
い
る
通
行
権
は
特
定
の
要
役
地
に
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
は
な
く
、

パ
リ
市
民
、
全
て
の
通
行
者
に
便
益
を
も
た
ら
す
も
の
で
あ
っ
て
、
こ
の
よ
う
な
通
行
権
は
地
役
権
と
し
て
の
性
質
を
有
さ
な
い
と
し
た
。

他
方
、
こ
の
よ
う
な
通
行
権
は
、
土
地
に
か
か
る
永
久
の
負
担
と
考
え
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
民
法
典
に
列
挙
さ
れ
て
い
な
い
が
不
動
産
物
権

と
考
え
ざ
る
を
得
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
。
こ
こ
で
も
、
権
利
者
が
不
特
定
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
、
地
役
権
の
成
立
は
否
定
さ
れ
て
い

る
が
、
地
役
権
と
は
異
な
る
不
動
産
物
権
の
成
立
を
認
め
、
地
役
権
同
様
、
恒
久
性
を
有
す
る
と
解
し
た
の
で
あ
っ
た
。

3
．
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
九
九
年
一
二
月
一
五
日
判
決

（
77
）

　

本
判
決
の
事
例
は
、
パ
リ
市
の
ラ
ス
パ
イ
ユ
大
通
り
に
面
し
た
土
地
を
取
得
し
た
Ａ
社
が
、
隣
接
不
動
産
所
有
者
と
の
間
で
、
そ
れ
ぞ
れ

の
建
物
内
の
中
庭
に
つ
い
て
一
定
の
高
さ
以
上
の
建
物
を
建
築
し
な
い
旨
を
約
し
た
。
さ
ら
に
、
一
九
〇
六
年
八
月
三
一
日
に
、
パ
リ
市
と

の
間
で
、
三
人
の
所
有
権
者
は
、
こ
れ
ら
の
不
動
産
に
つ
い
て
恒
久
的
に
中
庭
を
管
理
維
持
し
、
中
庭
に
は
建
物
を
建
て
な
い
旨
の
合
意
を

交
わ
し
た
。
そ
の
後
、
Ａ
社
が
購
入
し
た
土
地
上
に
建
て
た
建
物
は
区
分
所
有
建
物
と
な
っ
た
が
、
区
分
所
有
権
者
が
本
来
は
中
庭
で
あ
る

は
ず
の
部
分
に
も
建
物
が
建
築
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
発
見
し
、
こ
の
建
築
物
の
撤
去
と
新
し
い
区
分
所
有
関
係
の
確
定
を
求
め
た
と
い
う
も

の
で
あ
る
。

　

破
毀
院
は
、﹁
共
同
中
庭
地
役
権
（servitude de cour com

m
une

）﹂
と
で
も
言
う
べ
き
地
役
権
の
成
立
は
認
め
な
か
っ
た
が
、
パ
リ

市
と
の
間
で
不
動
産
所
有
者
が
交
わ
し
た
合
意
に
よ
り
生
じ
た
中
庭
に
つ
い
て
の
建
築
禁
止
義
務
は
、
本
件
区
分
所
有
不
動
産
に
課
せ
ら
れ

た
も
の
で
あ
り
、
区
分
所
有
権
者
団
体
が
負
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
恒
久
的
な
物
的
負
担
で
あ
る
と
考
え
た
。
上
記
合
意
に
よ
り
生
じ
る
権

利
は
、
特
定
の
土
地
の
便
益
を
高
め
る
も
の
で
は
な
い
が
、
恒
久
的
な
性
質
を
持
つ
と
解
し
た
の
で
あ
る
。

　

以
上
、
地
役
権
者
が
特
定
困
難
な
場
合
は
、
破
毀
院
は
厳
格
に
地
役
権
の
成
立
を
否
定
し
て
い
る
。
し
か
し
、
地
役
権
の
代
わ
り
に
、
民

　
（
三
三
三
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法
典
等
に
は
規
定
さ
れ
て
い
な
い
恒
久
的
な
不
動
産
物
権
な
い
し
物
的
負
担
の
存
在
を
肯
定
し
て
い
る
。
こ
の
点
は
、
物
権
法
定
主
義
と
の

関
係
で
問
題
と
な
る
。
破
毀
院
が
承
認
し
た
い
ず
れ
の
権
利
も
、
公
示
義
務
が
定
め
ら
れ
て
い
な
い
た
め
公
示
な
く
し
て
第
三
者
に
対
抗
で

き
る
も
の
と
解
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
権
利
・
負
担
こ
そ
、
物
権
者
が
自
ら
の
物
を
放
棄
し
な
い
限
り
は
つ
い
て
回
る
と
こ
ろ
の
物

的
債
務
と
構
成
す
る
こ
と
が
可
能
な
も
の
で
は
な
い
か
と
も
思
わ
れ
る
。

⑶
　
要
役
地
と
承
役
地
の
別
々
の
所
有
者
へ
の
帰
属

　
仏
民
六
三
七
条
・
七
〇
五
条
に
よ
れ
ば
、
地
役
権
の
成
立
に
は
、
二
つ
の
土
地
が
別
個
の
所
有
者
に
属
し
て
い
る
こ
と
を
要
す
る
。
要
役

地
・
承
役
地
が
同
一
人
に
帰
属
す
る
場
合
、
地
役
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。︽nem

ini res sua servit

（
自
ら
の
物
の
上
に
地
役

権
を
有
す
る
こ
と
は
誰
も
で
き
な
い
）︾
と
い
う
法
格
言
は
こ
の
こ
と
表
し
て
い
る（

78
）。

あ
る
土
地
の
所
有
者
が
、
自
ら
の
土
地
上
で
、
地
役

権
の
行
使
に
当
た
る
よ
う
な
行
為
（
た
と
え
ば
、
自
ら
が
所
有
す
る
土
地
に
水
を
引
く
た
め
に
、
自
ら
が
所
有
す
る
他
の
土
地
に
水
路
を
設

け
る
行
為
）
を
行
う
こ
と
が
あ
ろ
う
が
、
地
役
権
の
成
立
は
認
め
ら
れ
な
い
。
た
だ
し
、
こ
れ
ら
の
土
地
が
後
に
分
割
さ
れ
別
人
に
帰
属
す

る
こ
と
に
な
っ
た
場
合
に
は
、﹁
家
父
の
用
法
指
定
に
よ
る
地
役
権
﹂
が
設
定
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

判
例
は
、
こ
れ
ら
の
条
文
を
盾
に
、
区
分
所
有
建
物
（im

m
euble en copropriété

）
に
つ
い
て
、
専
有
部
分
間
あ
る
い
は
専
有
部
分
・

共
益
部
分
間
で
の
地
役
権
の
設
定
を
長
い
間
認
め
て
こ
な
か
っ
た
。
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
九
二
年
六
月
三
〇
日
判
決
で
は（

79
）、﹁

地
役
権

に
つ
い
て
は
、
承
役
地
と
要
役
地
が
別
々
の
所
有
者
に
属
す
る
独
立
し
た
所
有
権
の
対
象
と
な
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
区
分
所
有
建

物
の
場
合
は
、
そ
う
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
、
ま
た
、
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
八
九
年
一
月
一
一
日
判
決
で
は

（
80
）、﹁

区
分
所
有
建
物
の
共
同

所
有
状
態
（indivision

）
と
専
有
部
分
の
た
め
に
共
益
部
分
に
地
役
権
を
設
定
す
る
こ
と
の
間
に
は
矛
盾
が
あ
る
﹂
と
述
べ
、
そ
れ
ぞ
れ

専
有
部
分
間
あ
る
い
は
専
有
部
分
・
共
益
部
分
間
で
の
地
役
権
の
成
立
を
否
定
し
た
。
区
分
所
有
建
物
の
各
専
有
部
分
の
所
有
権
に
つ
い
て
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は
既
に
共
益
部
分
に
つ
い
て
の
使
用
権
が
含
ま
れ
て
お
り
、
ま
た
専
有
部
分
に
つ
い
て
地
役
権
の
設
定
を
認
め
る
こ
と
は
、
専
有
部
分
に
共

益
部
分
と
し
て
の
性
格
を
与
え
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
こ
の
よ
う
な
判
例
の
立
場
に
共
感
を
示
す
学
説
も
あ
っ
た
が
、
学
説
の
大
部
分
は

実
務
に
与
え
る
影
響
が
大
き
い
こ
の
従
来
の
判
例
に
批
判
的
で
あ
っ
た（

81
）。

特
に
、
判
例
の
考
え
方
は
、
区
分
所
有
に
つ
い
て
規
定
す
る
一
九

六
五
年
七
月
一
〇
日
法
二
条
二
項
が
﹁
専
用
部
分
は
各
共
同
所
有
者
の
排
他
的
所
有
権
の
対
象
で
あ
る
﹂
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
と
矛
盾
す

る
の
で
は
な
い
か
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
要
役
不
動
産
た
る
専
有
部
分
の
所
有
権
者
が
、
地
役
権
に
基
づ
き
共
益
部
分
を

使
用
す
る
と
し
て
も
、
当
該
共
益
部
分
が
地
役
権
者
の
専
有
部
分
に
変
化
す
る
わ
け
で
は
な
い
し
、
専
有
部
分
に
地
役
権
が
設
定
さ
れ
た
と

し
て
も
、
そ
の
部
分
が
共
益
部
分
に
変
化
す
る
わ
け
で
な
い
と
の
批
判
が
な
さ
れ
て
い
た
。

　

学
説
か
ら
の
高
ま
る
批
判
を
受
け
て（

82
）、

近
時
に
な
っ
て
、
破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
〇
四
年
六
月
三
〇
日
判
決
は
、
区
分
所
有
建
物
の
専

有
部
分
間
で
の
地
役
権
設
定
に
つ
い
て
、
そ
れ
ま
で
の
否
定
的
態
度
を
改
め
判
例
変
更
を
行
っ
た（

83
）。

同
判
決
で
は
、﹁
区
分
所
有
建
物
の
共

同
所
有
状
態
は
、
二
つ
の
専
有
部
分
間
に
お
け
る
地
役
権
設
定
と
両
立
し
得
な
い
わ
け
で
は
な
い
。
こ
れ
ら
の
専
有
部
分
は
別
々
の
所
有
者

に
帰
属
し
て
い
る
か
ら
で
あ
る
﹂
と
述
べ
、
さ
ら
に
﹁
区
分
所
有
権
者
は
専
有
部
分
に
つ
い
て
排
他
的
所
有
権
を
有
し
、
共
益
部
分
に
つ
い

て
は
共
有
権
を
有
し
て
い
る
﹂
の
で
あ
る
か
ら
、
専
有
部
分
間
で
の
地
役
権
設
定
に
は
何
ら
問
題
は
な
い
と
す
る
。
同
判
決
の
事
例
は
、
公

正
証
書
で
、
区
分
所
有
建
物
に
付
属
す
る
駐
車
場
の
一
区
画
（
甲
）
を
有
す
る
Ｘ
が
、
別
の
区
分
所
有
権
者
Ｙ
が
所
有
す
る
駐
車
場
の
一
区

画
（
乙
）
に
つ
い
て
、
Ｙ
と
の
間
で
、
甲
の
所
有
者
な
ら
び
に
甲
の
承
継
人
に
つ
い
て
甲
に
至
る
通
行
を
認
め
る
通
行
権
（droit de 

passage

、
地
役
権
の
性
質
を
有
す
る
と
さ
れ
た
）
を
設
定
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
っ
た
。
破
毀
院
は
、
区
分
所
有
権
の
目
的
た
る
専
有
部

分
間
の
地
役
権
設
定
を
認
め
な
か
っ
た
控
訴
院
判
決
を
一
部
破
毀
し
、
通
行
権
を
約
し
た
甲
の
当
初
の
所
有
者
だ
け
で
は
な
く
、
甲
を
買
い

受
け
た
承
継
人
も
同
権
利
を
行
使
で
き
る
と
し
た
。

　

先
述
の
よ
う
に
、
判
例
変
更
は
、
従
前
の
判
例
に
対
す
る
数
多
く
の
批
判
に
応
え
る
も
の
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
ル
ヴ
ェ
教
授
に
よ
れ

　
（
三
三
三
二
）



地
役
権
概
念
の
再
検
討

�

三
一
五

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

ば
、
本
判
決
以
前
の
破
毀
院
の
立
場
は
、
区
分
所
有
の
対
象
と
な
っ
て
い
る
個
々
の
専
有
部
分
で
は
な
く
、
区
分
所
有
建
物
一
棟
ま
た
は
一

群
の
不
動
産
が
一
体
と
し
て
、
地
役
権
の
対
象
た
る
一
個
の
︽héritage

︾
を
構
成
す
る
と
い
う
考
え
方
に
よ
っ
て
い
た
こ
と
か
ら
説
明
で

き
る
と
い
う
。
一
九
六
五
年
法
に
よ
る
﹁
各
共
同
所
有
者
の
排
他
的
所
有
権
﹂（
二
条
二
項
）
の
対
象
と
な
る
専
有
部
分
の
創
設
と
、﹁
全
て

の
共
同
所
有
者
、
ま
た
は
共
同
所
有
者
の
う
ち
の
幾
人
か
の
共
同
所
有
の
目
的
﹂（
四
条
）
で
あ
る
共
益
部
分
の
創
設
が
、︽héritage

︾
の

統
一
性
と
矛
盾
す
る
と
は
考
え
ら
れ
て
お
ら
ず
、
専
有
部
分
に
つ
い
て
の
排
他
的
な
所
有
権
と
共
用
部
分
に
つ
い
て
の
共
同
所
有
権
が
一
個

の
不
動
産
上
に
成
立
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
た
。
そ
の
結
果
、
複
数
の
排
他
的
な
所
有
権
が
、
同
一
の
不
動
産
上
に
存
在
す
る
と
い
う
矛
盾

し
た
説
明
を
生
み
出
す
こ
と
に
な
っ
た
。
他
方
で
地
役
権
の
対
象
は
一
個
の
不
動
産
で
あ
る
と
い
う
考
え
か
ら
、
区
分
所
有
建
物
に
つ
い
て

地
役
権
設
定
は
不
可
能
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

五
、
地
役
権
の
対
抗

⑴
　
地
役
権
の
公
示

　
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
で
規
定
さ
れ
て
い
る
地
役
権
の
う
ち
﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂
に
つ
い
て
は
、
他
の
全
て
の
不
動
産
物
権
同
様
、

不
動
産
物
権
の
生
前
行
為
に
よ
る
移
転
・
設
定
と
し
て
、
フ
ラ
ン
ス
の
現
行
不
動
産
公
示
制
度
の
基
本
法
た
る
一
九
五
五
年
一
月
四
日
の
不

動
産
公
示
の
改
革
に
関
す
る
デ
ク
レ
（D

écret de 4 janvier 1955 portant réform
e de la publicité foncière

、
以
下
一
九
五
五
年
デ

ク
レ
と
呼
ぶ
）
二
八
条
一
款
ａ
号
に
よ
り
不
動
産
公
示
の
対
象
と
な
っ
て
い
る（

84
）。

地
役
権
設
定
契
約
は
、
売
買
契
約
、
交
換
契
約
、
会
社
へ

の
出
資
行
為
、
贈
与
、
用
益
権
設
定
行
為
と
同
様
の
公
示
義
務
に
服
す
る
。
通
常
、
地
役
権
の
公
示
は
、
要
役
地
所
有
者
に
よ
り
な
さ
れ
る
。

公
示
さ
れ
る
の
は
地
役
権
設
定
証
書
（
公
示
の
た
め
公
証
人
が
作
成
し
た
公
正
証
書
で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
）
で
あ
り
、
証
書
に
は
、
設
定
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契
約
の
当
事
者
、
目
的
不
動
産
等
が
明
示
さ
れ
て
い
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
公
示
期
間
は
、
証
書
作
成
日
よ
り
原
則
と
し
て
三
个
月
で
あ

る
。
こ
の
よ
う
な
公
示
の
効
果
に
つ
い
て
は
、
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
三
〇
条
一
項
一
号
が
、
地
役
権
は
公
示
し
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
す

る
こ
と
が
で
き
な
い
旨
を
規
定
し
て
い
る（

85
）。

ひ
と
た
び
地
役
権
が
公
示
さ
れ
れ
ば
、
地
役
権
は
、
第
三
者
す
な
わ
ち
承
役
地
の
特
定
承
継
人

に
対
抗
可
能
と
な
る
。
ま
た
、
要
役
地
所
有
者
が
特
定
承
継
人
で
あ
っ
て
も
、
地
役
権
の
存
在
を
証
明
す
る
た
め
に
地
役
権
設
定
契
約
を
援

用
す
る
こ
と
が
で
き
る（

86
）。

　

な
お
、﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂
の
う
ち
﹁
家
父
の
用
法
指
定
に
よ
る
地
役
権
﹂
さ
ら
に
は
﹁
法
定
地
役
権
﹂
に
つ
い
て
は
、
公
示

義
務
が
な
い
。
こ
れ
ら
の
権
利
は
地
役
権
と
い
う
用
益
物
権
と
し
て
規
定
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
我
が
国
に
お
け
る
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利

同
様
、
公
示
の
対
象
と
は
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
れ
ら
は
、
公
示
を
要
せ
ず
当
然
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
も
っ
と
も
、

一
九
五
五
年
デ
ク
レ
三
七
条
一
項
の
文
言
で
は
、
地
代
等
の
法
定
地
役
権
の
行
使
に
関
す
る
合
意
は
、
使
用
者
の
情
報
の
た
め
に
公
示
す
る

こ
と
が
で
き
る
と
さ
れ
て
お
り
、で
き
る
だ
け
第
三
者
に
不
測
の
損
害
を
も
た
ら
さ
な
い
よ
う
な
対
応
が
と
ら
れ
て
い
る
。こ
の
公
示
は
﹁
純

粋
に
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の
公
示
（publicité purem

ent inform
ative

）﹂
と
呼
ば
れ
、
義
務
的
な
性
格
は
有
し
な
い
し
、
公

示
を
し
な
い
こ
と
に
よ
り
何
ら
か
の
制
裁
を
受
け
る
と
い
う
こ
と
も
な
い
。
も
っ
と
も
、
公
証
人
等
の
実
務
家
に
つ
い
て
は
、
顧
客
に
対
し

法
定
地
役
権
の
行
使
に
関
す
る
合
意
を
証
書
の
中
で
明
ら
か
に
す
る
よ
う
促
し
、
ま
た
右
記
の
﹁
純
粋
に
イ
ン
フ
ォ
メ
ー
シ
ョ
ン
と
し
て
の

公
示
﹂
も
積
極
的
に
利
用
す
べ
き
で
あ
る
と
さ
れ
る（

87
）。

法
定
地
役
権
に
関
す
る
公
示
は
、
任
意
的
な
も
の
で
は
あ
る
が
、
法
定
地
役
権
行
使

の
条
件
を
明
確
に
し
、
将
来
の
紛
争
の
危
険
を
回
避
す
る
た
め
に
有
用
な
手
段
と
考
え
ら
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
法
定
地
役
権

の
負
担
を
受
け
て
い
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
で
、
承
役
地
の
承
継
人
さ
ら
に
こ
の
者
の
将
来
の
承
継
人
に
よ
り
、
仏
民
一
六
三
八
条
に

よ
り
売
主
の
追
奪
担
保
責
任
が
問
題
と
さ
れ
る
の
を
防
ぐ
と
い
う
利
点
を
有
し
て
い
る
と
さ
れ
る（

88
）。
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⑵
　
地
役
権
の
対
抗
問
題
に
お
け
る
第
三
者
の
悪
意

　
以
下
で
は
、
未
公
示
の
﹁
人
の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂
に
つ
い
て
の
対
抗
が
問
題
と
な
っ
た
破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
八
七
年
二
月
四
日

判
決
を
取
り
上
げ
て
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
の
特
殊
性
に
つ
い
て
検
討
し
た
い（

89
）。

本
判
決
の
事
例
は
、
Ａ
（
承
役
地
所
有
者
）
と
Ｂ
（
要
役

地
所
有
者
）
と
の
間
で
、
建
築
制
限
地
役
権
設
定
契
約
が
締
結
さ
れ
た
が
、
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
二
八
条
一
款
ａ
号
の
規
定
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
こ
の
契
約
は
公
示
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
後
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
地
役
権
を
設
定
し
た
こ
と
を
告
げ
ず
に
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
の
一
部
を
譲

渡
し
た
。
承
役
地
所
有
者
Ａ
か
ら
土
地
を
取
得
し
た
Ｙ
夫
婦
は
、
隣
地
（
Ｂ
か
ら
Ｘ
夫
婦
に
譲
渡
さ
れ
て
い
た
）
に
面
し
た
壁
を
高
く
す
る

工
事
を
し
よ
う
と
し
た
。
Ｘ
夫
婦
は
、
前
主
Ｂ
を
地
役
権
者
と
す
る
地
役
権
設
定
契
約
を
主
張
し
て
工
事
停
止
を
請
求
し
た
。
控
訴
院
は
、

Ｙ
夫
婦
の
権
利
は
Ｘ
夫
婦
と
は
別
の
前
主
に
由
来
す
る
も
の
で
あ
り
、
Ｙ
夫
婦
は
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
三
〇
条
一
項
一
号
の
第
三
者
で
は
な

い
と
し
た
。
Ｙ
夫
婦
は
、
控
訴
院
判
決
は
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
二
八
条
一
款
ａ
号
と
三
〇
条
一
項
一
号
に
違
反
す
る
と
し
て
破
毀
上
告
を
し

た
が
、
破
毀
院
は
、
地
役
権
設
定
契
約
は
た
と
え
公
示
さ
れ
て
い
な
く
て
も
承
役
地
譲
受
人
で
あ
る
Ｙ
夫
婦
に
対
抗
で
き
る
と
し
て
控
訴
院

判
決
を
破
毀
し
た
。

　

本
件
に
お
い
て
、
Ｙ
夫
婦
は
Ａ
か
ら
承
役
地
を
、
Ｘ
夫
婦
は
Ｂ
か
ら
要
役
地
を
取
得
し
て
い
る
が
、
破
毀
院
は
、
両
者
の
権
利
は
共
通
の

前
主
に
由
来
す
る
も
の
で
は
な
く
、
一
九
五
五 

年
デ
ク
レ
三
〇
条
一
項
一
号
が
規
律
す
る
同
一
の
者
を
起
点
と
す
る
対
抗
関
係
に
は
立
た

な
い
と
し
て
、
Ｙ
夫
婦
の
訴
え
を
認
め
な
か
っ
た
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
解
決
に
は
議
論
の
余
地
の
あ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
本
件
は
、
同

一
不
動
産
に
つ
い
て
二
重
譲
渡
が
な
さ
れ
、
そ
れ
が
二
人
の
譲
受
人
に
よ
っ
て
そ
れ
ぞ
れ
転
売
さ
れ
た
ケ
ー
ス
と
全
く
同
じ
状
況
で
あ
る

（
90
）。

一
般
に
、
こ
の
よ
う
な
転
得
者
間
の
紛
争
は
、
同
一
前
主
か
ら
不
動
産
を
取
得
し
た
関
係
に
は
な
い
の
で
、
転
得
証
書
の
公
示
の
前
後
に
よ

っ
て
優
劣
を
決
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
さ
れ
る（

91
）。

転
得
者
間
の
優
劣
を
決
す
る
に
は
、
転
得
者
そ
れ
ぞ
れ
の
前
主
（
彼
ら
の
権
限
は
同

　
（
三
三
三
五
）
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一
の
前
主
に
由
来
）
の
権
利
の
公
示
の
先
後
に
よ
る（

92
）。

前
主
が
自
ら
の
権
利
を
対
抗
で
き
な
い
場
合
に
は
、
無
権
利
の
法
理
（︽nem

o 

plus juris ad alium
 transferre potest quam

 ipse habet

（
何
人
も
自
己
の
有
す
る
以
上
の
権
利
を
他
人
に
譲
渡
す
る
こ
と
は
で
き
な

い
）︾
原
則
）
に
よ
り
、
転
得
者
は
有
効
に
権
利
を
取
得
で
き
な
い
。

　

本
判
決
で
は
、
同
一
不
動
産
（
承
役
地
）
上
に
競
合
す
る
Ｘ
夫
婦
（
地
役
権
者
た
る
Ｂ
の
承
継
人
）
の
権
利
と
Ｙ
夫
婦
（
承
役
地
所
有
者

た
る
Ａ
の
承
継
人
）
の
権
利
間
の
優
劣
、
す
な
わ
ち
地
役
権
と
所
有
権
の
優
劣
が
問
題
と
な
っ
て
い
る
が
、
先
述
の
よ
う
に
、
人
の
所
為
に

よ
る
地
役
権
に
つ
い
て
は
、
当
然
公
示
を
し
な
け
れ
ば
第
三
者
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
自
ら
の
売
買
に
つ
い
て
先

に
公
示
を
備
え
た
Ｙ
夫
婦
は
、
自
ら
の
所
有
権
を
も
っ
て
当
然
地
役
権
に
対
抗
で
き
る
。
本
件
は
、
承
役
地
譲
受
人
と
、
公
示
を
し
な
か
っ

た
当
初
の
地
役
権
者
で
は
な
く
そ
の
承
継
人
と
の
間
の
紛
争
で
あ
っ
た
点
で
特
色
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
特
色
は
紛
争
の
解
決
に
大
き
な

違
い
を
も
た
ら
さ
な
い
と
説
く
者
も
い
る（

93
）。

Ｙ
夫
婦
に
対
し
て
Ｂ
の
地
役
権
が
対
抗
で
き
な
い
結
果
、
Ｘ
夫
婦
も
承
継
し
た
地
役
権
を
Ｙ
夫

婦
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
意
味
で
、
Ｘ
夫
婦
と
Ｙ
夫
婦
の
間
の
紛
争
も
、
不
動
産
公
示
の
先
後
関
係
で
解
決
さ
れ
る

と
言
う
こ
と
が
で
き
、
一
九
五
五
年
三
〇
条
一
項
一
号
が
問
題
と
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
い
事
例
で
あ
っ
た（

94
）。

　

し
か
し
、
評
釈
に
お
い
て
指
摘
さ
れ
て
い
る
の
は
、
本
判
決
で
問
題
と
す
べ
き
は
、
実
は
、
Ａ
と
Ｙ
夫
婦
の
売
買
証
書
に
は
消
極
的
地
役

権
（
建
築
制
限
地
役
権
）
の
存
在
に
関
す
る
典
型
条
項
（clause de style

）
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
い
う
点
で
は
な
い
か
と
い
う
こ
と
で

あ
る（

95
）。

Ｙ
夫
婦
は
、
売
買
証
書
中
で
、
譲
り
受
け
た
土
地
に
付
随
す
る
地
役
権
の
存
在
を
尊
重
す
る
よ
う
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
た
と
考
え
ら

れ
る
。
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
三
〇
条
一
項
一
号
が
適
用
で
き
た
と
し
て
も
、
悪
意
の
第
三
者
排
除
説
を
採
用
す
る
フ
ラ
ン
ス
の
判
例
に
よ
れ

ば
、
Ｙ
夫
婦
が
土
地
取
得
時
に
地
役
権
の
存
在
を
認
識
し
て
い
る
悪
意
の
第
三
者
で
あ
る
な
ら
ば
、
不
動
産
公
示
を
援
用
で
き
な
い
こ
と
に

な
る
。
本
判
決
の
事
例
で
も
、
そ
の
可
能
性
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
い
か
。
地
役
権
設
定
証
書
が
公
示
さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
は
、
承
役
地

の
承
継
人
に
未
公
示
地
役
権
を
も
っ
て
対
抗
で
き
な
い
が
、
承
役
地
の
取
得
証
書
の
中
で
地
役
権
設
定
の
事
実
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
お
り
、

　
（
三
三
三
六
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承
役
地
の
承
継
人
が
こ
れ
を
受
け
入
れ
て
い
た
と
き
は
、
悪
意
者
と
し
て
扱
わ
れ
、
未
公
示
地
役
権
は
こ
の
者
に
対
抗
で
き
る
と
し
た
古
い

判
例
が
存
在
す
る
の
で
あ
る（

96
）。

　

本
判
決
の
事
例
に
お
い
て
、
Ｙ
夫
妻
が
実
際
に
未
公
示
地
役
権
の
存
在
に
つ
き
悪
意
で
あ
っ
た
か
ど
う
か
は
不
明
で
あ
る
。
売
買
証
書
に

明
白
な
形
で
地
役
権
の
存
在
が
記
載
さ
れ
て
い
な
い
限
り
、
Ｙ
夫
婦
が
悪
意
の
第
三
者
で
あ
る
と
言
い
切
る
こ
と
は
で
き
な
い
で
あ
ろ
う
。

売
買
証
書
に
、
売
主
に
対
す
る
追
奪
担
保
責
任
追
及
を
排
除
す
る
と
い
う
目
的
で
、
不
動
産
に
つ
き
設
定
さ
れ
て
い
る
か
も
し
れ
な
い
消
極

的
地
役
権
の
存
在
に
つ
き
一
般
的
な
表
現
を
用
い
て
記
載
さ
れ
た
典
型
条
項
が
挿
入
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
そ
の
よ
う
な
典
型
条
項
は
要

役
地
譲
受
人
と
承
役
地
所
有
者
と
の
関
係
で
は
意
味
の
な
い
も
の
で
あ
ろ
う
。
反
対
に
、
具
体
的
な
地
役
権
の
存
在
が
、
承
役
地
の
売
買
証

書
中
に
明
記
さ
れ
て
い
れ
ば
、
た
と
え
地
役
権
が
公
示
さ
れ
て
い
な
く
と
も
、
悪
意
の
第
三
者
と
し
て
地
役
権
の
対
抗
を
受
け
る
こ
と
に
な

る（
97
）。

　

地
役
権
の
対
抗
問
題
と
言
え
ば
、
通
行
地
役
権
の
承
役
地
が
譲
渡
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
、
譲
渡
の
時
に
、
承
役
地
が
要
役
地
所
有
者
に

よ
っ
て
継
続
的
に
通
路
と
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
、
そ
の
位
置
、
形
状
、
構
造
等
の
物
理
的
状
況
か
ら
客
観
的
に
明
ら
か
で
あ
り
、

か
つ
、
譲
受
人
が
そ
の
こ
と
を
認
識
し
て
い
た
か
ま
た
は
認
識
可
能
で
あ
っ
た
と
き
は
、
譲
受
人
は
、
通
行
地
役
権
が
設
定
さ
れ
て
い
る
こ

と
を
知
ら
な
か
っ
た
と
し
て
も
、
特
段
の
事
情
が
な
い
限
り
、
地
役
権
設
定
登
記
の
欠
缺
を
主
張
す
る
に
つ
い
て
正
当
な
利
益
を
有
す
る
第

三
者
に
当
た
ら
な
い
と
し
た
我
が
国
の
最
高
裁
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
判
決
が
想
起
さ
れ
る（

98
）。

同
判
決
に
つ
い
て
は
、
一
七
七
条
の
﹁
第

三
者
﹂
か
ら
背
信
的
悪
意
者
の
み
を
排
除
し
て
き
た
そ
れ
ま
で
の
判
例
と
矛
盾
し
な
い
か
が
問
題
と
さ
れ
た
が
、
同
判
決
は
、
譲
受
人
が
排

除
さ
れ
る
の
は
﹁
い
わ
ゆ
る
背
信
的
悪
意
者
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
と
述
べ
て
お
り
、
第
三
者
の
主
観
的
要
件
（
背

信
的
悪
意
者
排
除
論
）
の
枠
外
で
問
題
を
解
決
し
て
い
る
。
こ
の
よ
う
な
解
決
に
つ
い
て
は
、
承
役
地
所
有
者
の
権
利
を
完
全
に
排
斥
す
る

も
の
で
は
な
い
地
役
権
の
特
質
か
ら
す
れ
ば
、
所
有
権
の
二
重
譲
渡
と
は
異
な
っ
た
第
三
者
の
主
観
的
要
件
の
判
断
も
あ
り
得
る
と
の
評
釈

　
（
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が
多
く
見
ら
れ
た（

99
）。

は
た
し
て
こ
の
よ
う
な
地
役
権
の
特
質
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
も
の
が
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
の
解
決
に
際
し
て
多

大
な
影
響
を
与
え
る
も
の
か
。
こ
の
点
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
未
公
示
地
役
権
の
対
抗
問
題
に
関
す
る
判
例
を
見
て
い
く
と
、
約
定
地
役
権

に
つ
い
て
は
通
常
の
不
動
産
二
重
譲
渡
紛
争
と
同
様
に
、
悪
意
者
を
第
三
者
か
ら
排
除
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
悪
意
者
を
排
除
す
る
と
い
っ

て
も
、
そ
こ
で
の
悪
意
は
承
役
地
の
取
得
証
書
の
中
で
地
役
権
に
つ
い
て
の
言
及
が
あ
っ
た
場
合
を
念
頭
に
置
い
て
お
り
、
土
地
利
用
の
客

観
的
状
況
を
認
識
し
て
い
れ
ば
﹁
第
三
者
﹂
か
ら
排
除
す
る
と
い
う
構
成
は
と
ら
れ
て
い
な
い
。
本
節
で
検
討
し
た
事
例
は
、
非
表
現
の
地

役
権
で
あ
っ
た
た
め　

単
純
に
我
が
国
と
比
較
す
る
こ
と
は
難
し
い
が
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
に
お
い
て
は
、
公
示
の
有
無
よ
り
も
、
承
役

地
の
取
得
証
書
中
に
同
地
に
か
か
る
地
役
権
の
存
在
が
示
さ
れ
て
い
た
か
否
か
が
重
要
な
鍵
を
握
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

と
こ
ろ
で
、
破
毀
院
第
三
民
事
部
二
〇
〇
五
年
一
二
月
一
四
日
判
決（

100
）で

は
、
現
行
の
不
動
産
公
示
法
で
あ
る
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
で
は
な

く
、
旧
不
動
産
公
示
法
で
あ
る
一
八
五
五
年
三
月
二
三
日
法
二
・
三
条
が
問
題
と
な
っ
た
。
控
訴
院
は
、
地
役
権
の
存
在
に
つ
い
て
何
ら
記

載
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
一
九
九
七
年
九
月
一
日
付
け
売
買
証
書
に
よ
り
Ｙ
が
購
入
し
た
土
地
に
つ
い
て
、
Ｘ
ら
の
通
行
地
役
権
と
引
水
地
役

権
の
存
在
を
認
め
た
。
こ
れ
ら
の
地
役
権
は
一
九
〇
八
年
五
月
三
日
の
贈
与
分
割
行
為
に
よ
り
設
定
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
一
九
〇
八
年
当

時
の
不
動
産
公
示
法
に
お
い
て
は
、
地
役
権
設
定
行
為
に
つ
き
公
示
義
務
は
課
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
。
地
役
権
が
公
示
さ
れ
な
け
れ
ば
第
三

者
に
対
抗
で
き
な
い
と
さ
れ
た
の
は
一
九
五
五
年
デ
ク
レ
以
降
の
こ
と
で
あ
る
か
ら
、
未
登
記
地
役
権
を
も
っ
て
承
役
地
の
譲
受
人
に
も
対

抗
で
き
る
と
い
う
の
が
、
破
毀
院
の
結
論
で
あ
っ
た
。
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
、
地
役
権
の
対
抗
問
題
の
中
心
は
、
実
は
、
地
役
権
の
恒
久

性
と
い
う
性
質
と
、
不
動
産
公
示
制
度
の
調
和
を
ど
の
よ
う
に
図
る
か
と
い
う
点
に
あ
る
。
裁
判
例
を
見
る
と
、
一
八
五
五
年
法
に
よ
る
一

般
的
な
不
動
産
公
示
制
度
制
定
前
か
ら
存
在
す
る
地
役
権
（
な
い
し
は
、
そ
れ
に
類
す
る
と
考
え
ら
れ
る
権
利
）
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
こ

と
が
多
く（

101
）、

こ
の
よ
う
な
公
示
に
服
す
る
こ
と
の
な
い
地
役
権
を
も
っ
て
第
三
者
に
対
抗
で
き
る
か
が
専
ら
議
論
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
（
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六
、
終
わ
り
に

　
何
度
か
指
摘
し
た
よ
う
に
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
、
地
役
権
は
恒
久
性
を
有
す
る
も
の
と
説
明
さ
れ
て
い
る
。
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
恒
久

性
と
い
う
性
質
は
、
地
役
権
の
土
地
へ
の
附
従
性
（caractère accessoire

）
と
い
う
性
質
か
ら
、
必
然
的
に
導
き
出
さ
れ
る
法
的
性
質
で

あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
地
役
権
に
は
附
従
性
が
あ
り
、
要
役
地
と
切
り
離
し
て
地
役
権
の
み
を
譲
渡
し
た
り
、
差
押
え

た
り
、
地
役
権
の
み
に
抵
当
権
を
設
定
し
た
り
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
地
役
権
は
、
不
動
産
と
運
命
を
共
に
す
る
の
で
あ
り
、
不
動
産
が

存
続
す
る
限
り
地
役
権
も
存
続
す
る
。
た
だ
し
、
こ
の
恒
久
性
と
い
う
性
質
は
地
役
権
に
と
っ
て
本
質
的
な
も
の
で
は
な
い
と
さ
れ
、
合
意

に
よ
り
地
役
権
の
存
続
期
間
を
定
め
る
こ
と
も
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
恒
久
性
と
言
っ
て
も
、
所
有
権
と
は
異
な
り
、
地
役

権
は
三
〇
年
間
の
不
使
用
に
よ
り
時
効
消
滅
す
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
（
仏
民
七
〇
六
条
）。
こ
の
よ
う
な
地
役
権
の
恒
久
性
に
つ
い

て
は
、﹁
所
有
権
の
支
分
権
﹂
で
あ
る
と
の
点
を
強
調
す
れ
ば
、
所
有
権
の
完
全
な
権
能
を
制
限
す
る
も
の
で
あ
る
支
分
権
の
永
続
は
望
ま

し
く
な
い
と
し
て
問
題
視
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。

　

以
上
の
点
は
、用
益
権
等
の
人
役
権
が
、常
に
一
時
的
な
も
の
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
と
対
照
的
で
あ
る
。
し
か
し
、地
役
権
を
、﹁
土

地
自
体
に
付
着
し
た
性
質
（qualité de fonds

）﹂
で
あ
る
と
と
ら
え
れ
ば
、
恒
久
性
の
説
明
は
比
較
的
容
易
な
も
の
と
な
ろ
う
。
こ
れ
に

対
し
、
用
益
権
は
終
身
権
（droit viager

）
で
あ
る
と
さ
れ
、
権
利
者
が
死
亡
す
れ
ば
消
滅
し
、
相
続
人
に
承
継
さ
れ
る
こ
と
も
な
い（

102
）。

用
益
権
等
が
設
定
さ
れ
て
い
る
間
、
所
有
権
者
は
虚
有
権
者
（nu-propriétaire

）
と
な
り
、
用
役
権
等
の
存
続
期
間
中
は
、
虚
有
権
者
が

本
来
有
す
る
は
ず
の
目
的
物
に
つ
い
て
の
用
役
・
使
用
・
居
住
等
の
諸
権
利
が
全
て
第
三
者
の
た
め
に
用
い
ら
れ
る
。
我
が
国
同
様
フ
ラ
ン

ス
で
も
、
地
役
権
の
設
定
に
よ
り
、
承
役
地
所
有
者
の
所
有
権
は
制
約
を
受
け
る
が
、
そ
の
権
利
の
行
使
が
完
全
に
排
斥
さ
れ
る
も
の
で
は

な
く（

103
）、

承
役
地
所
有
者
の
享
有
を
全
く
禁
止
し
て
し
ま
う
地
役
権
は
設
定
で
き
な
い
と
す
る
の
が
判
例
で
あ
る（

104
）。

恒
久
的
な
地
役
権
を
認
め

　
（
三
三
三
九
）
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六
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巻
七
号

て
も
、
用
益
権
の
よ
う
に
所
有
権
者
の
権
利
を
完
全
に
排
除
す
る
も
の
で
は
な
い
た
め
、
問
題
は
さ
ほ
ど
大
き
く
な
い
と
考
え
ら
れ
る
。
フ

ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
地
役
権
は
、
所
有
権
の
権
能
の
一
部
を
地
役
権
者
に
移
転
す
る
と
い
う
意
味
で
、
所
有
権
の
支
分
権
す
な
わ
ち
所
有

権
者
の
権
能
が
一
部
譲
渡
（
制
限
）
さ
れ
る
制
限
物
権
と
し
て
理
解
さ
れ
て
い
る
が
、
本
稿
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
そ
の
性
格
は
用
益
権
等

の
他
の
所
有
権
の
支
分
権
と
は
か
な
り
異
質
な
も
の
な
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
ど
ち
ら
か
と
言
え
ば
、
我
が
国
に
お
け
る
相
隣
関
係

上
の
諸
権
利
の
よ
う
に
、
土
地
そ
の
も
の
に
内
在
的
に
課
せ
ら
れ
て
い
る
負
担
あ
る
い
は
﹁
土
地
自
体
に
付
着
し
た
性
質
﹂
も
し
く
は
﹁
土

地
の
状
態
（état de fonds
）﹂
と
で
も
表
現
す
る
方
が
よ
い
も
の
で
は
な
い
か
。
特
に
、
相
隣
関
係
上
の
諸
権
利
を
法
定
地
役
権
と
構
成

す
る
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
表
現
の
方
が
よ
り
適
切
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る（

105
）。

フ
ラ
ン
ス
法
で
は
、
法
定
地
役
権
・
約

定
地
役
権
を
区
別
せ
ず
、
地
役
権
の
性
質
を
、
両
者
共
通
の
も
の
と
し
て
説
明
す
る
た
め
、
地
役
権
の
定
義
か
ら
す
る
と
、
法
定
地
役
権
も

土
地
自
体
の
便
益
の
た
め
に
他
の
土
地
に
課
せ
ら
れ
た
負
担
で
あ
る
と
解
す
る
こ
と
に
な
る
。
囲
繞
地
通
行
権
（droit de passage

）
な

ど
相
隣
関
係
上
の
権
利
に
つ
い
て
も
、
通
常
は
法
定
地
役
権
で
あ
る
と
説
明
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
ち
ら
に
つ
い
て
は
私
的
な
必
要
性
や
公
の

便
益
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
一
種
の
部
分
的
収
用
（expropriation partielle

）
で
あ
る
と
す
る
論
者
も
お
り
、
そ
の
性
質
を
め
ぐ
っ
て
は

い
ま
な
お
議
論
が
あ
る（

106
）。

　

先
述
の
我
が
国
の
最
高
裁
の
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
判
決
に
つ
い
て
は
、
通
常
の
不
動
産
二
重
譲
渡
事
例
と
の
解
決
の
違
い
が
、
承
役

地
所
有
者
の
権
利
を
完
全
に
排
斥
す
る
も
の
で
は
な
い
地
役
権
の
特
質
か
ら
説
明
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
が
、
こ
の
よ
う
な
通
常
の
制
限
物
権

（
所
有
権
の
支
分
権
）
の
概
念
と
は
か
な
り
異
な
る
地
役
権
の
特
殊
性
と
い
う
観
点
か
ら
説
明
が
可
能
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
点
に
つ

い
て
は
今
後
の
検
討
に
よ
る
こ
と
と
し
、
今
回
は
ひ
と
ま
ず
こ
こ
で
筆
を
置
く
こ
と
と
し
た
い
。

（
1
）　

た
と
え
ば
、
近
江
幸
治
﹃
民
法
講
義
Ⅱ　

物
権
法
︹
第
三
版
︺﹄（
成
文
堂
、
二
〇
〇
六
年
）
二
八
三
頁
、
山
野
目
章
夫
﹃
物
権
法
︹
第
三
版
︺﹄（
日
本
評
論
社
、

　
（
三
三
四
〇
）
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六
〇
巻
七
号

二
〇
〇
五
年
）
一
六
六
頁
。

（
2
）　

山
野
目
章
夫
﹁
物
的
義
務
の
現
代
的
再
生
﹂
東
北
五
三
巻
六
号
二
一
二
頁
（
一
九
九
〇
年
）
の
分
析
に
よ
る
。

（
3
）　

た
と
え
ば
、P

h. M
alaurie et L

. A
ynès, L

es biens, 3 e éd., 2007, D
efrénois, n o 1100. 

（
4
）　

互
有
と
は
、
隣
接
す
る
土
地
を
隔
て
て
い
る
障
壁
等
の
財
物
を
二
相
隣
者
が
共
同
所
有
し
て
い
る
状
態
で
あ
り
、
今
日
で
は
共
有
（copropriété

）
と
同
じ
性
質

を
有
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。

（
5
）　

P
h. M

alaurie et L
. A

ynès, op. cit., n os 1010 et s. 

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
相
隣
関
係
に
つ
い
て
紹
介
す
る
論
稿
と
し
て
、
武
林
悦
子
﹁
フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る

相
隣
関
係
﹂
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
法
研
会
論
集
第
一
七
巻
第
一
・
二
号
一
頁
（
二
〇
〇
二
年
）
が
あ
る
。

（
6
）　

我
が
国
の
通
行
権
を
め
ぐ
る
議
論
・
裁
判
例
に
つ
い
て
は
、
岡
本
詔
治
﹃
隣
地
通
行
権
の
理
論
と
裁
判
﹄（
信
山
社
、
一
九
九
二
年
）、
安
藤
一
郎
﹃
私
道
の
法
律
問

題
︹
第
五
版
︺﹄（
三
省
堂
、
二
〇
〇
五
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
7
）　

山
野
目
・
前
出
﹃
物
権
法
︹
第
三
版
︺﹄
一
六
六
頁
。

（
8
）　

フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
で
は
、︽héritage

︾
と
い
う
語
が
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
今
日
で
は
︽im

m
euble

︾（
不
動
産
）
と
い
う
語
と
同
義
と
解
さ
れ
て

い
る
。
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
条
文
訳
に
つ
い
て
は
、
神
戸
大
学
外
国
法
研
究
会
編
﹃
仏
蘭
西
民
法
︹
Ⅱ
︺
物
権
法
・
財
産
取
得
法
（
一
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
八
年
復

刻
版
）、
法
務
大
臣
官
房
長
官
司
法
法
制
調
査
部
﹃
フ
ラ
ン
ス
民
法
―
物
権
・
債
権
関
係
―
﹄（
法
曹
会
、
一
九
八
二
年
）
を
参
考
と
し
た
。

（
9
）　

人
役
権
概
念
に
つ
い
て
は
、
芹
澤
悟
﹁﹃
制
限
的
人
役
権
﹄
概
念
の
史
的
基
礎
﹂
亜
細
亜
法
学
二
七
巻
一
号
二
〇
三
頁
（
一
九
九
二
年
）
を
参
照
の
こ
と
。

（
10
）　

池
田
真
朗
﹁
フ
ラ
ン
ス
的
法
典
の
伝
統
と
日
本
民
法
典
﹂
法
時
七
一
巻
四
号
四
二
頁
（
一
九
九
八
年
）。

（
11
）　

梅
謙
次
郎
﹃
民
法
要
義　

巻
之
二
物
権
編
︹
復
刻
版
︺﹄（
信
山
社
、
一
九
九
二
年
）
二
三
一
頁
。

（
12
）　

高
島
平
蔵
﹁
近
代
的
用
益
物
権
の
構
成
に
つ
い
て
﹂
早
稲
田
法
学
四
〇
巻
二
号
二
二
七
頁
（
一
九
六
五
年
）。

　
　
　

用
益
物
権
を
所
有
権
の
支
分
権
と
し
て
把
握
す
る
と
し
て
も
、
負
担
を
受
け
る
土
地
の
所
有
者
は
所
有
者
の
ま
ま
で
あ
る
。
そ
こ
か
ら
、
所
有
権
の
本
質
を
、
各

種
の
権
能
を
全
て
備
え
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
で
は
な
く
、
権
能
の
完
全
性
を
取
り
戻
す
こ
と
の
で
き
る
地
位
で
あ
る
と
い
う
点
か
ら
説
明
す
る
も
の
と
し
て
、P.

C
rocq, P

ropriété et garantie, 1995, L
G

D
J, n o 96

が
あ
る
。

（
13
）　

た
と
え
ば
、P

h. M
alaurie et L

. A
ynès, op. cit., n o 1124. 

恒
久
性
は
地
役
権
の
本
質
で
あ
る
と
述
べ
る
古
い
判
例
が
あ
る
が
（C

iv., 5 m
ai 1919, 

D
P.23.1.230

）、P
h. M

alaurie et L
. A

ynès, op. cit., n o 1124, note 46

は
、
本
質
で
あ
る
と
ま
で
言
う
の
は
誇
張
し
す
ぎ
で
あ
る
と
す
る
。

（
14
）　

地
役
権
の
存
続
期
間
は
、
登
記
事
項
と
も
な
っ
て
い
な
い
（
中
村
誠
﹁
地
役
権
の
登
記
﹂
鎌
田
薫
ほ
か
編
﹃
新
不
動
産
登
記
講
座
四
・
各
論
Ⅰ
﹄（
日
本
評
論
社
、

　
（
三
三
四
一
）
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六
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号

二
〇
〇
〇
年
）
二
九
〇
頁
）。

（
15
）　

山
野
目
章
夫
﹁
新
し
い
土
地
利
用
権
体
系
の
構
想
﹂
ジ
ュ
リ
一
三
六
二
号
六
一
頁
（
二
〇
〇
八
年
）。

（
16
）　

山
野
目
・
前
出
﹁
新
し
い
土
地
利
用
権
体
系
の
構
想
﹂
六
一
頁
、
山
野
目
章
夫
・
加
藤
雅
信
・
加
藤
新
太
郎
﹁︹
鼎
談
︺
民
法
の
新
潮
流
と
民
事
実
務
―
不
動
産

法
を
語
る
﹂
判
タ
一
二
三
六
号
四
五
頁
（
二
〇
〇
七
年
）。

（
17
）　

P
h. M

alaurie et L
. A

ynès, op. cit., n os 801 et s. 

用
益
権
は
、
次
の
よ
う
な
三
つ
の
場
合
に
、
多
く
利
用
さ
れ
て
い
る
。
①
高
齢
者
が
自
ら
の
所
有
す
る
不
動

産
を
売
却
す
る
際
に
、
自
ら
を
権
利
者
と
す
る
用
益
権
を
設
定
し
、
売
却
代
金
を
終
身
の
定
期
金
と
し
て
受
け
取
る
。
こ
れ
は
、
高
齢
者
が
、
用
益
権
を
、
現
状
の

生
活
環
境
を
維
持
し
つ
つ
自
ら
の
財
産
を
収
入
に
す
る
手
段
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
る
。
②
家
族
・
親
族
間
で
、
贈
与
者
を
用
益
権
者
と
す
る
用
益
権
を
設
定
し
、

贈
与
を
行
う
。
①
と
同
様
に
、
高
齢
者
が
、
生
活
環
境
を
維
持
し
つ
つ
、
生
前
に
自
ら
が
有
す
る
不
動
産
を
贈
与
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
③
仏
民
七
五
七
条

（
二
〇
〇
一
年
一
二
月
三
日
法
）
に
よ
り
、
生
存
配
偶
者
に
つ
き
認
め
ら
れ
る
用
益
権
が
あ
る
。
こ
の
場
合
、
夫
婦
間
に
子
供
が
い
る
か
否
か
な
ど
に
応
じ
、
遺
産
全

部
ま
た
は
そ
の
四
分
の
一
に
つ
き
、
生
存
配
偶
者
に
は
用
益
権
が
認
め
ら
れ
る
。

　
　
　

な
お
、
用
益
権
に
関
し
て
は
、
用
益
権
者
・
虚
有
権
者
（
目
的
財
産
の
所
有
権
者
）
と
も
に
、
目
的
財
産
を
良
い
状
態
で
維
持
管
理
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
モ
チ

ベ
ー
シ
ョ
ン
に
欠
け
る
た
め
、
目
的
財
産
（
特
に
不
動
産
）
の
荒
廃
を
招
く
と
い
う
点
が
問
題
点
と
し
て
指
摘
さ
れ
る
こ
と
が
あ
る
。
し
か
し
、
通
常
は
、
用
益
権
者
・

虚
有
権
者
間
に
は
、
家
族
関
係
・
愛
情
関
係
が
存
在
す
る
た
め
、
問
題
は
さ
ほ
ど
表
面
化
し
な
い
。
用
益
権
の
設
定
が
、
各
種
の
賃
貸
借
に
適
用
さ
れ
る
規
定
・
特

別
法
の
適
用
を
回
避
す
る
た
め
に
用
い
ら
れ
る
こ
と
が
あ
る
と
い
う
点
の
方
が
、
よ
り
問
題
と
さ
れ
て
い
る
よ
う
で
あ
る
。

（
18
）　

フ
ラ
ン
ス
法
に
お
け
る
地
役
権
に
つ
い
て
は
、
川
島
武
宜
編
﹃
注
釈
民
法
（
七
）
物
権
（
二
）﹄（
有
斐
閣
、
一
九
八
三
年
）
四
七
三
頁
︹
稲
本
洋
之
助
︺
の
ほ
か
、

近
時
で
は
、
武
林
悦
子
﹁
地
役
権
の
沿
革
﹂
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
法
研
会
論
集
一
三
巻
一
・
二
号
七
五
頁
（
一
九
九
八
年
）、
同
﹁
地
役
権
の
時
効
取
得
﹂
愛
知
学

院
大
学
大
学
院
法
研
会
論
集
一
五
巻
一
・
二
号
三
三
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）、
同
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
役
権
の
法
的
性
質
﹂
愛
知
学
院
大
学
大
学
院
法
研
会
論
一
六

巻
一
・
二
号
一
〇
一
頁
（
二
〇
〇
一
年
）
で
詳
細
な
紹
介
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
19
）　

た
と
え
ば
、
高
地
の
水
を
引
く
た
め
に
低
地
に
課
せ
ら
れ
る
地
役
権
が
こ
れ
に
あ
た
る
。
本
稿
で
は
、﹁
土
地
の
状
態
か
ら
発
生
す
る
地
役
権
﹂
に
つ
い
て
詳
細
に

検
討
す
る
こ
と
は
し
な
い
。

（
20
）　

P
h. M

alaurie et L
. A

ynès, op. cit, n o 1102. 

地
役
権
に
関
す
る
豊
富
な
裁
判
例
を
紹
介
す
る
文
献
と
し
て
は
、C

. F
oix, D

roit des servitudes, 2008, E
llipses 

M
arketing

が
あ
る
。

（
21
）　

稲
本
洋
之
助
他
編
﹃
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
の
土
地
法
制
﹄（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
八
三
年
）
二
五
頁
︹
鎌
田
薫
︺。J.B

.A
uby et H

.P
érinet-M

arquet, D
roit de 

　
（
三
三
四
二
）
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l ’urbanism
e et de la construction, 6 e éd., 2001 , M

ontchrestien, n o 391.
（
22
）　

た
と
え
ば
、市
街
地
に
関
す
る
地
役
権
（servitude d ’urbanism

e

、都
市
計
画
法
典
Ｒ
．一
二
六－

一
条
の
付
表
に
列
挙
さ
れ
て
い
る
）、軍
事
地
役
権
（servitude 

m
ilitaire

、
防
衛
法
典
Ｌ
．五
一
一
一－

Ｌ
．一
～
五
一
一
四－

三
条
、
防
衛
施
設
建
設
の
た
め
に
認
め
ら
れ
る
）、
航
空
地
役
権
（servitude aéronautique

、
航
空

法
典
Ｒ
．二
四
一－

一
～
Ｒ
．二
四
五－

二
条
）
で
あ
る
。

（
23
）　

仏
民
五
二
四
条
一
項
は
、﹁
土
地
所
有
者
が
、そ
の
土
地
の
便
益
ま
た
は
利
用
の
た
め
に
土
地
上
に
置
い
た
動
物
お
よ
び
物
体
は
、用
途
に
よ
る
不
動
産
（im

m
euble 

par destination

）
で
あ
る
。﹂
と
規
定
す
る
。
た
と
え
ば
、
農
場
の
経
営
に
必
要
な
器
具
・
施
設
、
養
蜂
に
必
要
な
蜜
蜂
の
巣
箱
、
養
殖
場
の
魚
等
が
こ
れ
に
あ
た
る
。

（
24
）　

R
eq., 6 avril 1841, S.1841.1.414.

（
25
）　

仏
民
六
九
二
条
か
ら
六
九
四
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
﹁
家
父
の
用
法
指
定
に
よ
る
地
役
権
﹂
は
、
同
一
の
所
有
者
に
属
す
る
土
地
の
間
に
所
有
者
に
よ
り
要
役
地
・

承
役
地
の
事
実
的
関
係
が
設
定
さ
れ
た
後
、
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
が
譲
渡
ま
た
は
分
割
に
よ
り
異
な
る
所
有
者
に
帰
属
し
た
場
合
に
成
立
す
る
。
日
民
二
一
三
条
に
似

た
規
定
だ
が
、
地
役
権
の
発
生
の
根
拠
は
、
譲
渡
ま
た
は
分
割
の
当
事
者
間
の
黙
示
の
合
意
（
元
の
所
有
者
の
意
思
で
は
な
い
）
に
求
め
ら
れ
る
と
さ
れ
る
た
め
、﹁
人

の
所
為
に
よ
る
地
役
権
﹂
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
地
役
権
に
つ
き
最
も
問
題
に
な
る
点
は
、
仏
民
六
九
二
条
は
﹁
継
続
か
つ
表
現
﹂
の
地
役
権
に
限
り
成
立
を

認
め
る
の
に
対
し
、
仏
民
六
九
四
条
は
﹁
表
現
﹂
の
み
を
要
求
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
判
例
は
、
両
土
地
を
異
な
る
所
有
者
に
帰
属
せ
し
め
た
行
為
の
証
書
が
あ
る

場
合
に
は
﹁
表
現
﹂
の
要
件
の
み
を
要
求
し
、
そ
の
よ
う
な
証
書
が
提
出
さ
れ
な
い
と
き
は
﹁
継
続
か
つ
表
現
﹂
の
要
件
を
要
求
す
る
（R

eq.,7 avril 1863, 

D
.63.1.413 ; C

iv., 6 nov. 1906, S. 1907. 1. 284
等
）。

　
　
　

家
父
の
用
法
指
定
に
よ
る
地
役
権
が
、
な
ぜ
我
が
国
で
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
か
に
つ
い
て
は
、
岡
本
詔
治
﹁
未
登
記
通
行
地
役
権
の
対
抗
力
に
つ
い
て
：
現
代
通

行
権
裁
判
の
一
断
面
﹂
日
法
六
五
巻
四
号
一
九
四
頁
注
（
7
）（
二
〇
〇
〇
年
）、
岡
本
・
前
出
﹃
隣
地
通
行
権
の
理
論
と
裁
判
﹄
八
六
頁
を
参
照
の
こ
と
。

（
26
）　

小
澤
英
明
﹁
景
観
地
役
権
﹂
判
タ
一
〇
一
一
号
三
三
頁
注
（
10
）（
二
〇
〇
〇
年
）
で
は
、﹁
客
観
的
﹂
な
便
益
の
た
め
で
な
け
れ
ば
地
役
権
を
設
定
す
る
こ
と
が
で

き
な
い
と
す
る
舟
橋
説
等
に
つ
き
詳
細
な
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
ド
イ
ツ
地
役
権
法
に
お
け
る
﹁
便
益
﹂
に
関
す
る
理
解
に
つ
い
て
は
、
秋
山
靖
浩
﹁
ド

イ
ツ
に
お
け
る
都
市
計
画
と
併
存
す
る
地
役
権
―
都
市
空
間
の
制
御
に
お
け
る
地
役
権
の
意
義
を
探
る
た
め
に
―
﹂
早
稲
田
法
学
八
一
巻
一
号
七
頁
・
三
一
頁

（
二
〇
〇
五
年
）
で
検
討
が
な
さ
れ
て
い
る
。

（
27
）　

な
お
、
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
も
、
地
代
（
地
権
の
対
価
）
は
地
役
権
の
成
立
に
必
須
の
要
件
と
さ
れ
て
い
な
い
。

（
28
）　

 P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n os 1130 et s.

（
29
）　

最
判
昭
和
三
〇
年
一
二
月
二
六
日
民
集
九
巻
一
四
号
二
〇
九
七
頁
、
最
判
昭
和
三
三
年
二
月
一
四
日
民
集
一
二
巻
二
号
二
六
八
頁
。
判
例
が
地
役
権
の
時
効
取
得

　
（
三
三
四
三
）
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を
容
易
に
認
め
な
い
の
は
、
隣
人
に
好
意
で
認
め
た
通
行
が
地
役
権
と
い
う
強
力
な
権
利
に
ま
で
高
め
ら
れ
る
こ
と
へ
の
危
惧
が
あ
る
た
め
、
と
考
え
ら
れ
る
。
通

路
開
設
行
為
が
な
け
れ
ば
、
承
役
地
所
有
者
が
時
効
中
断
を
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
し
、
通
路
が
開
設
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
要
役
地
所
有
者
以
外
の
者
が
開
設

し
て
い
た
場
合
、
要
役
地
所
有
者
は
他
人
が
開
設
し
た
通
路
を
﹁
断
続
的
に
﹂
利
用
し
て
い
る
に
す
ぎ
な
い
と
さ
れ
る
。
学
説
で
は
、
通
路
の
維
持
管
理
は
要
役
地

所
有
者
が
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
通
路
は
誰
が
開
設
し
た
も
の
で
も
よ
い
と
し
て
、
よ
り
簡
単
に
通
行
地
役
権
の
時
効
取
得
を
認
め
る
説
が
有
力
で
あ
る
が
、
判

例
は
近
時
に
お
い
て
も
右
の
考
え
方
を
再
確
認
し
て
い
る
（
最
判
平
成
六
年
一
二
月
一
六
日
判
時
一
五
二
一
号
三
七
頁
）。

（
30
）　

R
eq., 7 fév.1883, D

.84.1.128 

― C
iv., 22 oct.1924, G

az. P
al. 1924, 2, 695

―C
iv. 3 e, 4 fév. 1998, JC

P, éd.N
, 1998.1044, n o 27.

（
31
）　

C
iv. 3 e, 4 oct. 1989, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 183.

―C
iv. 3 e, 19 juil.1995, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 207.

（
32
）　

R
.W

intgen, E
tude critique de la notion d'opposabilité : L

es effets du contrat à l'égard des tiers en droit français et allem
and, 2004, L

G
D

J, n o 385.

（
33
）　

P
h. D

elm
as Saint-H

ilaire, L
e tiers à l'acte juridique, 2000, L

G
D

J, p.258 et s.

（
34
）　

M
. P

laniol, T
raité élém

entaire de droit civil, conform
e au program

m
e officiel des facultés de droit, avec G

.R
ipert, 1925, t.1, 1925, n os 2159 et s. 

―S. G
inossar, D

roit réel, propriété et créance, élaboration d ’un systèm
e rational des droits des patrim

oniaux, L
G

D
J, 1960. 

プ
ラ
ニ
オ
ル
と
ジ
ノ
サ

ー
ル
の
見
解
に
つ
い
て
は
、
佐
賀
徹
哉
﹁
物
権
と
債
権
の
区
別
に
関
す
る
一
考
察
（
一
）・（
二
）﹂
法
学
論
叢
九
八
巻
五
号
二
七
頁
・
九
九
巻
二
号
三
六
頁
（
一
九
七
六

年
）、
片
山
直
也
﹁
財
産
―bien

お
よ
びpatrim

oine

﹂
北
村
一
郎
編
﹃
フ
ラ
ン
ス
民
法
典
の
二
〇
〇
年
﹄（
有
斐
閣
、
二
〇
〇
六
年
）
一
八
五
頁
以
下
を
参
照
の
こ
と
。

（
35
）　

G
. C

ornu, D
roit civil : Introduction, L

es personnes, L
es biens, 13 e éd., 2008, M

ontchrestien, n o 21

（
36
）　

地
役
権
は
、
本
文
の
よ
う
に
承
役
地
所
有
者
が
自
ら
承
役
地
を
放
棄
す
る
場
合
の
他
、
物
権
一
般
の
消
滅
原
因
―
承
役
地
の
滅
失
・
混
同
（
仏
民
七
〇
五
条
）・

存
続
期
間
の
満
了
等
―
に
よ
り
消
滅
す
る
ほ
か
、
地
役
権
者
に
よ
る
放
棄
（renonciation

）
に
よ
っ
て
も
消
滅
す
る
。
な
お
、
放
棄
に
は
、
対
抗
要
件
と
し
て
の

登
記
を
必
要
と
す
る
。

　
　
　

ま
た
、
承
役
地
の
占
有
者
が
承
役
地
を
時
効
取
得
し
た
場
合
に
も
、
地
役
権
は
消
滅
す
る
。
た
だ
し
、
フ
ラ
ン
ス
の
多
数
説
は
、
善
意
か
つ
正
当
権
原
に
よ
る
一
〇

年
ま
た
は
二
〇
年
の
取
得
時
効
（
仏
民
二
二
六
五
条
）
に
よ
っ
て
は
、
承
役
地
上
の
地
役
権
は
消
滅
し
な
い
と
解
し
て
い
る
。
消
滅
時
効
の
期
間
が
三
〇
年
と
さ
れ

て
い
る
こ
と
と
の
バ
ラ
ン
ス
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。

　
　
　

さ
ら
に
、
地
役
権
は
、
三
〇
年
の
権
利
の
﹁
不
行
使
（non-usage

）﹂
に
よ
り
、
消
滅
時
効
に
よ
り
消
滅
す
る
（
仏
民
七
〇
六
条
）。
起
算
点
は
、
日
本
法
と
同
様
、

不
継
続
地
役
権
に
つ
い
て
は
最
後
の
行
使
の
時
、
継
続
地
役
権
に
つ
い
て
は
そ
の
行
使
を
妨
げ
る
事
実
が
生
じ
た
時
で
あ
る
（
仏
民
七
〇
七
条
）。
ま
た
、
時
効
消
滅

す
る
の
は
、
地
役
権
者
が
行
使
し
な
か
っ
た
部
分
に
つ
い
て
の
み
で
あ
る
（
仏
民
七
〇
八
条
）。

　
（
三
三
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四
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（
37
）　

C
iv., 22 nov. 1892, D

. 1894. 1. 4

（
採
水
地
役
権
の
事
例
に
お
い
て
、
承
役
地
の
特
定
承
継
人
に
水
門
の
ゲ
ー
ト
弁
の
維
持
義
務
が
課
せ
ら
れ
る
と
さ
れ
た
事
例
）、

そ
の
他
同
旨
の
判
例
と
し
て
、C

iv., 9 janv.1901, S. 1901. 1. 169

が
あ
る
。

（
38
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n os 370 et 1111.

（
39
）　

L
. M

ichon, L
es obligations propter rem

 dans le code civil, T
h.N

ancy, 1891.

（
40
）　

G
. R

ipert, D
e l ’exercice du droit de propriété dans ses rapports avec les propriétés voisines, T

h.A
ix, 1902. 

最
近
で
は
、P

h.D
elm

as Saint-H
ilaire, 

op. cit., p.255 et s.

が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
。

（
41
）　

M
.de Juglart, O

bligation réelle et servitudes en droit privé français, T
h.B

ordeaux, 1937. 

最
近
で
は
、J.H

ansenne, D
e l ’obligation réelle accessoire 

à l ’obligation réelle principale, M
élanges A

.W
eill, D

alloz, 1983

が
こ
の
よ
う
な
立
場
を
と
る
。

（
42
）　

J. D
erruppé, L

a nature juridique du droit du preneur à bail et la distinction des droits réels et des droits de créance, T
h.Toulouse, 1952. 

最
近
で

は
、J. Scapel, L

a notion d'obligation réelle, 2002, P
U

 A
ix-M

arseille, p.307 et s. 

―P
h. D

elm
as Saint-H

ilaire, op. cit., p.258 et s.

が
こ
の
よ
う
な
立
場

を
と
る
。

（
43
）　

H
. A

berkane, C
ontribution à l ’ étude de la distinction des droits de créance et des droits réels,E

ssai d ’une théorie général de l ’obligation propter 

rem
 en droit positif français, L

G
D

J, 1957.

（
44
）　

M
. de Juglart, thèse préc.

―G
. C

ornu, op. cit., n o 21.

（
45
）　

P
h.D

elm
as Saint-H

ilaire, op. cit., p.258 et s.
は
、
デ
ュ
ク
ロ
論
文
（J.D

uclos, L
'opposabilité : E

ssai d'une théorie générale, 1989, L
G

D
J, n os 131 et 

132

）
を
引
用
し
な
が
ら
、
こ
の
点
を
説
明
す
る
。

（
46
）　

P
h.D

elm
as Saint-H

ilaire, op. cit., p.258 et s.

（
47
）　

H
.A

berkane, préc., n o 93, p.117. 

ア
ベ
ル
カ
ー
ヌ
と
同
様
に
、
物
的
債
務
概
念
を
用
い
て
地
役
権
概
念
を
説
明
し
よ
う
と
す
る
も
の
と
し
て
、D

.F
erru, L

a 

notion de servitude, 1973, L
G

D
J, p.202

が
あ
る
。

（
48
）　

た
と
え
ば
、J.Scapel, thèse préc.

（
49
）　

J.Scapel, op. cit., n os 297 et s.

（
50
）　

た
だ
し
、
物
の
所
有
者
に
か
か
る
積
極
的
債
務
と
し
て
、
物
的
債
務
の
存
在
を
認
め
る
判
例
も
あ
る
（C

iv. 1 re, 14 avril 1956, B
ull.civ.Ⅰ

, n o 161 ; 

M
onpellier, 16 janv.1967, G

az.P
al.1967.1.233

）。

　
（
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（
51
）　

B
ernard L

e C
ourt, L

es relations entre voisins : Servitudes, M
itoyenneté, N

uisances, R
èglem

ent des conflits, 10 e éd., 2006, D
elm

as/D
alloz-Sirey, 

n o 215.
（
52
）　

C
iv. 3 e, 2 déc. 1992, G

az.P
al.7 juill.1993, som

.p.159. 

こ
の
点
に
は
、
土
地
賃
借
権
を
要
役
地
と
し
て
、
地
役
権
の
設
定
を
認
め
る
我
が
国
の
登
記
実
務
と
の

違
い
が
あ
る
（
中
村
・
前
出
﹁
地
役
権
の
登
記
﹂
三
〇
〇
頁
以
下
）。

（
53
）　

C
. L

arroum
et, L

es B
iens : D

roits réels principaux, 5 e éd., 2006, E
conom

ica, n o 812.

（
54
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n os 1107 et s.

（
55
）　

高
島
・
前
出
﹁
近
代
的
用
益
物
権
の
構
成
に
つ
い
て
﹂
二
二
五
頁
。
地
役
権
に
お
け
る
﹁
土
地
の
便
益
﹂
要
件
の
歴
史
的
な
形
成
過
程
に
つ
い
て
は
、P

h.D
elm

as 

Saint-H
ilaire, op.cit., p.255 et s.

―J.-L
.H

alpérin, H
istoire du droit des biens, 2008, E

conom
ica, p.50 et s., p. 199 et s. 

―F.Z
énati-C

astaing et 

T
h.R

evet, L
es biens, 3 e éd., 2008, P

U
F, n o 310

等
を
参
照
の
こ
と
。

（
56
）　

例
え
ば
、P

h. M
alaurie et L

.A
ynès, op. cit., n o 1108.

（
57
）　

C
iv., 30 juin 1936, D

P. 38.1.65, note A
.B

esson ; S. 37. 1. 161, note H
. V

ialleton ; R
T

D
civ. 36. 883, obs. H

. Solus.

（
58
）　
︽clause de construction bourgeoise
︾︽clause d ’occupation bourgeoise

︾
と
呼
ば
れ
る
こ
と
も
あ
る
。
武
林
・
前
出
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
役
権
の
法
的

性
質
﹂
一
一
四
・
一
一
五
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
59
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n os 1117 et s.

（
60
）　

地
役
権
の
成
立
を
否
定
し
た
判
決
と
し
て
、C

iv., 29 m
ars 1933, D

H
. 33. 282; S. 33. 1. 206 ; G

az. P
al. 1933. 1. 42 ; R

T
D

civ. 1933. 904, obs. H
. Solus

が
、

肯
定
し
た
判
決
と
し
て
は
、C

iv., 12 juin 1934, D
H

. 34. 410
―T.civ.Seine, 25 juill.1951, G

az. P
al. 1951. 2. 189

が
あ
る
。

（
61
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n o 1121.

（
62
）　

C
iv. 3 e, 22 juin 1976, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 280 ; D

efrénois 77, art.31.297, note E
.F

rank.

（
63
）　

狩
猟
権
・
漁
業
権
に
関
す
る
豊
富
な
裁
判
例
を
紹
介
す
る
も
の
と
し
て
、J.-C

l.C
ivil, A

rt.686 à 689, par H
.-J L

ucas, actualisé par Y. T
rem

orin en 2007, n os 

38 et s.

―E
.A

lauze, L
es servitudes dans le droit de chasse, G

az.P
al.1981.1, doc.p.203 

が
あ
る
。

（
64
）　

R
eq., 4 janv. 1860, D

P. 1860.1.14 ; S. 1860. 1. 743.

（
65
）　

C
iv. 3 e, 19 fév. 1980, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 44 ; D

.1980, ir. p. 272 ; R
T

D
im

m
.1980, 247, obs.J.-L

.B
ergel

に
お
い
て
も
、
地
域
住
民
に
対
す
る
狩
猟
権
の
付
与
の

事
例
で
地
役
権
と
し
て
の
性
質
が
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
。

　
（
三
三
四
六
）
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（
66
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n o 1113.
（
67
）　

同
様
の
判
決
と
し
て
、
特
定
の
建
物
の
暖
房
の
た
め
に
特
定
の
土
地
で
薪
を
拾
う
権
利
は
地
役
権
で
あ
る
と
す
る
も
の
が
あ
る
（C

iv. 3 e, 18 juill.1979, B
ull. civ.

Ⅲ
, n o 161

）。 

こ
れ
に
対
し
て
、
あ
る
特
定
の
者
が
あ
る
特
定
の
土
地
で
薪
を
拾
う
権
利
は
地
役
権
で
は
な
い
。

（
68
）　

C
iv. 3 e, 4 juill.2001, B

ull. civ.Ⅲ
, n o 94 ; D

. 2002. 433, note R
.L

ibchaber ; 2513, obs. N
.R

eboul-M
aupin ; JC

P, éd.G
, 2002. 1. 126, n o 17, obs. H

. 

P
érinet-M

arquet; R
T

D
C

iv. 2002.125, obs. T
h.R

evet. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、J.Scapel, op. cit., p.310 et s.

も
参
照
の
こ
と
。

（
69
）　

C
iv. 3 e, 18 m

ars 1987, B
ull. civ.Ⅲ

, n o 59 ; D
.88, som

.177, obs.YSerra, 3 e esp. 

武
林
・
前
出
﹁
フ
ラ
ン
ス
に
お
け
る
地
役
権
の
法
的
性
質
﹂
一
一
二
・

一
一
三
頁
も
参
照
の
こ
と
。

（
70
）　

C
om

., 15 juill.1987, B
ull. civ.Ⅳ

, n o 184 ; D
.88, 360, note C

hr. A
tias et C

hr. M
ouly ; D

.88, som
.177, obs.Y.Serra, 4 e esp. ; R

T
D

im
m

. 1988. 81, obs. 

J.-L
.B

ergel.

（
71
）　

P
h.M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n o 1115.

　
　
　

な
お
、
競
業
避
止
義
務
に
関
す
る
判
例
と
並
ん
で
、
隣
接
す
る
二
つ
の
土
地
を
開
発
す
る
者
に
つ
い
て
相
互
に
競
業
す
る
こ
と
を
禁
じ
る
条
項
は
、
同
条
項
が
譲

渡
証
書
に
挿
入
さ
れ
て
お
り
こ
れ
を
譲
受
人
が
受
け
入
れ
な
い
限
り
、
譲
受
人
に
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
し
た
判
例
が
あ
る
（C

om
., 1 re avril 1997, B

ull. 

civ.Ⅳ
, n o 89.

）。

（
72
）　

J. F
r. A

struc, L
a clause de non-concurrence accesoire au contrat de cession d ’un bien im

m
obilier, D

.2002.908.

（
73
）　

J. Scapel, op. cit., n o 300.

（
74
）　

本
文
中
で
紹
介
し
た
事
例
の
他
に
も
、
受
益
者
が
特
定
さ
れ
て
い
な
い
と
い
う
同
様
の
理
由
で
、
ス
キ
ー
リ
フ
ト
（téléski

）
の
建
設
を
目
的
と
し
て
あ
る
土
地
に

つ
き
設
定
さ
れ
た
権
利
に
つ
い
て
、
地
役
権
で
は
な
い
と
の
判
断
を
下
し
た
判
例
が
あ
っ
た
が
、
そ
の
後
の
特
別
法
に
よ
り
、
ス
キ
ー
場
や
ス
キ
ー
リ
フ
ト
設
置
の

た
め
の
地
役
権
が
認
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
（
一
九
八
五
年
一
月
九
日
の
法
律
八
五－

三
〇
号
五
三
条
・
五
四
条
。
同
条
は
、
観
光
法
典
Ｌ
．三
四
二－

二
〇
条
・
Ｌ
．

三
四
二－

二
六
条
に
挿
入
さ
れ
て
い
る
）。

（
75
）　

C
iv. 3 e, 25 m

ars 1992, B
ull.civ.Ⅲ

, n o 106 ; JC
P, IV, 1581, 172 ; D

.92.19, ir.137, 142 ; G
az. P

al.1992, N
o 276-277, panoram

a. 238 ; G
az. P

al. 6 m
ars 

1993, som
. 9 ; R

T
D

im
m

.1996. 536, obs. J.-L
.B

ergel.

（
76
）　

C
iv. 3 e, 6 m

ars 1996, JurisD
ata n o 1996-000884.

（
77
）　

C
iv. 3 e, 15 déc. 1999, JurisD

ata n o 1999-004456.

　
（
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（
78
）　

た
だ
し
、
こ
の
原
則
を
、
破
毀
院
は
、
行
政
地
役
権
に
は
適
用
し
な
い
（C

iv. 1 re, 9 juin 1959, B
ull.civ.Ⅰ

, n o 291

）。
行
政
地
役
権
は
、
地
役
権
と
い
う
名
が

つ
い
て
い
る
も
の
の
、
本
文
中
で
述
べ
た
よ
う
に
、
通
常
の
地
役
権
と
は
か
な
り
異
な
っ
た
性
質
を
持
つ
も
の
だ
か
ら
で
あ
る
。

（
79
）　

C
iv. 3 e, 30 juin 1992, B

ull. civ.Ⅲ
, n o 231 ; D

.93, 156, note C
l.G

iverdon ; R
T

D
C

iv. 1993. 618, obs. F.Z
énati 

そ
の
他
、
同
旨
の
判
決
と
し
て
、C

iv. 3 e, 31 

janv. 1969, B
ull. civ.Ⅲ

, n o 108.

―C
iv. 3 e, 6 m

ars 1991, B
ull. civ.Ⅲ

, n o 75 ; R
., p. 305 ; D

.91, 355, note H
. Souleau, som

. 131, obs. C
l. G

iverdon; 

JC
P, éd. N

, 1991. 2. 205, n o 15, note. B
.Stem

m
er ; R

T
D

im
m

. 1991. 187, obs. J. -L
. B

ergel ; R
T

D
C

iv. 1991. 565, obs. F. Z
énati

―C
iv. 3 e, 21 m

ars 

2001, D
. 2002, 1525, obs. J. R

. B
ouyeure.

（
80
）　

C
iv. 3 e, 11 janv. 1989, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 11 ; R

T
D

C
iv.1990.310.

（
81
）　

P
h. M

alaurie et L
.A

ynès, op. cit., n o 717

等
。

（
82
）　

従
来
の
判
例
を
批
判
す
る
も
の
と
し
て
、F.Z

énati, obs. préc.

―J. -L
. A

ubert, note, JC
P, éd. N

,1994.285

が
あ
る
。

（
83
）　

C
iv. 3 e, 30 juin 2004, B

ull. civ.Ⅲ
, n o 140; R

., p. 272 ; D
.2005, 1134, note C

l. G
iverdon et P. C

apoulard ; JC
P, éd. G

, 2004. 1. 171, n o 15, obs. 

H
.P

érinet-M
arquet ; R

T
D

im
m

.2004, 440, obs. J.- L
. B

ergel ; R
T

D
civ. 2004. 753, obs. T

h.R
evet. 

（
84
）　

地
役
権
の
公
示
を
め
ぐ
る
問
題
に
つ
い
て
は
、M

. D
A

G
O

T, Servitudes et publicité foncière, JC
P, éd.N

, 1991. 1. 76

を
参
照
の
こ
と
。

（
85
）　

一
九
五
五
年
デ
ク
レ
三
〇
条
一
号
一
項
は
、
不
動
産
公
示
な
く
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
第
三
者
の
範
囲
に
つ
い
て
、
日
本
法
に
比
し
て
極
め
て
明
確
な

規
定
を
お
い
て
い
る
。
同
条
に
よ
れ
ば
、
不
動
産
公
示
な
く
し
て
対
抗
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
第
三
者
と
は
、
①
同
じ
前
主
か
ら
の
特
定
承
継
人
、
②
同
一
不
動
産

上
に
競
合
す
る
権
利
を
有
す
る
者
、
③
同
様
の
対
抗
不
能
の
制
裁
を
受
け
る
公
示
の
義
務
が
あ
る
証
書
ま
た
は
判
決
に
よ
り
権
利
を
取
得
し
た
者
、
④
公
示
を
先
に

備
え
た
者
の
こ
と
を
い
う
（P

h. M
alaurie et L

. A
ynès, L

es sûretés, L
a publicité foncière, 3 e éd., 2007, D

efrénois, n os 648 et s.

）。
こ
れ
は
、
フ
ラ
ン
ス
に

お
い
て
、
不
動
産
公
示
原
則
（
対
抗
要
件
主
義
）
が
意
思
主
義
に
対
す
る
例
外
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
そ
の
例
外
と
な
る
範
囲
を
明
確
に
画
す
る
必
要

が
あ
る
と
と
ら
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
拙
稿
﹁﹃
対
抗
﹄
理
論
に
お
け
る
第
三
者
の
主
観
的
態
様
の
意
義
―
近
時
の
フ
ラ
ン
ス
破
毀
院
判
決
か
ら
の
考
察
﹂

國
學
院
三
八
巻
二
号
七
八
頁
（
二
〇
〇
〇
年
）
も
参
照
の
こ
と
。

（
86
）　

C
iv. 3 e, 10 oct. 1990, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 125 ; D

. 91, som
. 90, obs. A

. R
obert ; R

T
D

civ. 1992.599. 

同
判
決
に
よ
れ
ば
、﹁
あ
る
土
地
の
所
有
者
は
、
自
ら
の
土

地
が
便
益
を
受
け
る
地
役
権
の
存
在
ま
た
は
内
容
を
証
明
す
る
た
め
に
、
た
と
え
自
ら
が
設
定
行
為
の
当
事
者
で
な
く
て
も
、
承
役
地
に
つ
い
て
の
地
役
権
設
定
証

書
を
援
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
。﹂

（
87
）　

C
.F

oix, op. cit., n o 049.

　
（
三
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（
88
）　

仏
民
一
六
三
八
条
﹁
売
却
さ
れ
た
不
動
産
が
非
表
現
地
役
権
の
負
担
を
受
け
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
こ
と
が
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
そ
の
よ
う
な
地
役
権

が
設
定
さ
れ
て
い
れ
ば
買
主
は
購
入
し
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
と
推
定
で
き
る
場
合
、
買
主
は
、
損
害
賠
償
で
満
足
し
な
い
場
合
に
は
契
約
を
解
除
す
る
こ
と
が
で
き

る
。﹂

（
89
）　

C
iv. 3 e, 1 fév. 1987, B

ull. civ.Ⅲ
, n o 20, p. 12 ; M

. -N
. Jobard-B

achellier, Servitude et grandeur de la publicité foncière en droit civil français, 

D
.1988, chr.247. 

本
判
決
に
つ
い
て
は
、
拙
稿
・
前
出
﹁﹃
対
抗
﹄
理
論
に
お
け
る
第
三
者
の
主
観
的
態
様
の
意
義
﹂
七
九
頁
以
下
で
も
検
討
し
て
い
る
。

（
90
）　

破
毀
院
第
三
民
事
部
一
九
八
七
年
五
月
一
三
日
判
決
（C

iv.3 e, 13 m
ai 1987, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 103, p.61.

）
で
は
、
同
一
不
動
産
に
つ
い
て
競
合
す
る
権
利
を
取

得
し
た
二
人
の
承
継
者
（
ま
た
は
転
得
者
）
間
の
紛
争
と
い
う
同
じ
問
題
を
扱
っ
て
い
な
が
ら
、
取
引
安
全
を
重
視
し
、
公
示
を
尊
重
す
る
と
い
う
異
な
っ
た
ア
プ

ロ
ー
チ
を
見
せ
て
い
る
。

（
91
）　

G
. M

arty, P. R
aynaud et P

h.Jestaz, L
es sûretés,la publicité foncière, 2 e éd., Sirey, 1987, n o 733.

（
92
）　

N
ote A

. F
ournier sur C

iv. 3 e, 11 juin 1992, D
. 93, 528 .

（
93
）　

M
. -N

. Jobard-B
achellier, chr.préc., p.249.

（
94
）　

M
. -N

. Jobard-B
achellier, chr.préc., p.249.

（
95
）　

M
. -N

. Jobard-B
achellier, chr.préc., p.249.

（
96
）　

C
iv., 17 juill. 1918, D

P. 18.1.71.

（
97
）　

し
た
が
っ
て
、
売
買
契
約
書
等
を
作
成
す
る
公
証
人
が
重
要
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
に
な
る
。
公
証
人
の
責
任
に
つ
い
て
は
、C

. F
oix, op. cit., n o 048. 

さ
ら
に

建
築
人
の
責
任
に
も
言
及
し
た
も
の
と
し
て
、H

. P
érinet-M

arquet, obs.sur C
iv.3 e, 15 déc. 2004, D

efrénois 2006 n o 1, p.58.

（
98
）　

最
判
平
成
一
〇
年
二
月
一
三
日
民
集
五
二
巻
一
号
六
五
頁
。

（
99
）　

近
時
で
は
、
石
田
剛
﹁
背
信
的
悪
意
者
排
除
論
の
一
断
面
（
一
）
―
取
得
時
効
に
関
す
る
最
判
平
成
一
八
年
一
月
一
七
日
判
決
を
契
機
と
し
て
―
﹂
立
教
七
三

号
九
一
頁
（
二
〇
〇
七
年
）
に
お
い
て
、
地
役
権
の
特
殊
性
か
ら
、
平
成
一
〇
年
判
決
の
﹁
背
信
的
悪
意
者
排
除
論
﹂
を
用
い
な
い
判
断
枠
組
み
が
肯
定
さ
れ
て
い
る
。

（
100
）　

C
iv. 3 e, 14 déc. 2005, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 249 ; JC

P, éd. N
, 20 Janvier 2006, A

ctualité, p. 125.

（
101
）　

B
ernard L

e C
ourt, op. cit., n o 237 et s.

に
は
、
い
く
つ
か
の
地
方
に
封
建
時
代
か
ら
残
る
地
役
権
の
例
が
紹
介
さ
れ
て
い
る
。

（
102
）　

た
だ
し
、
設
定
時
に
相
続
可
能
な
用
益
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
さ
れ
る
。
用
益
権
の
存
続
期
間
は
、
平
均
二
〇
年
程
度
で
あ
る
と
い
う
（P

h. 

M
alaurie et L

. A
ynès, op. cit., n os 804 et 805.

）。
ま
た
、
用
益
権
は
、
法
人
の
た
め
に
も
設
定
で
き
る
が
、
そ
の
場
合
は
、
仏
民
六
一
九
条
に
よ
り
、
存
続
期
間

　
（
三
三
四
九
）
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検
討

�

三
三
二

同
志
社
法
学　

六
〇
巻
七
号

は
三
〇
年
が
上
限
と
さ
れ
る
。

（
103
）　

こ
の
よ
う
な
地
役
権
の
性
質
は
、
近
時
の
破
毀
院
判
決
の
評
釈
に
お
い
て
も
、
ペ
リ
ネ
・
マ
ル
ケ
教
授
ら
に
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
。C

iv. 3 e, 24 m
ai 2000, B

ull.

civ.Ⅲ
, n

o 113 ; D
. 2001. 1. 151, n

ote R
.L

ibch
aber

―C
iv. 3 e, 27 ju

in
 2001, B

u
ll.civ.Ⅲ

, n
o 87 ; JC

P, éd
. G

, 2002.1.126, n
o 18, obs. H

. P
érin

et-

M
arquet.

（
104
）　

C
iv. 3 e, 24 m

ai 2000, B
ull. civ.Ⅲ

, préc. 

―C
iv. 3 e, 27 juin 2001, B

ull.civ.Ⅲ
, n o 87 ; JC

P, éd.G
, 2002. 1. 126, n o 18, obs. H

.P
érinet-M

arquet. 

右
記

のC
iv. 3 e, 24 m

ai 2000

に
よ
れ
ば
、﹁
地
役
権
は
、
他
人
の
所
有
権
を
侵
害
す
る
権
利
を
付
与
す
る
も
の
で
は
な
い
﹂
し
、﹁
承
役
地
所
有
者
に
よ
る
所
有
地
の
享
受

を
全
て
禁
ず
る
よ
う
な
地
役
権
を
設
定
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。﹂

（
105
）　

最
判
平
成
二
年
一
一
月
二
〇
日
民
集
四
四
巻
八
号
一
〇
三
七
頁
。
土
地
の
分
割
・
一
部
譲
渡
に
よ
り
袋
地
が
で
き
た
場
合
、
残
余
地
に
し
か
囲
繞
地
通
行
権
は
認

め
ら
れ
な
い
（
日
民
二
一
三
条
）。
土
地
の
分
割
・
一
部
譲
渡
に
よ
り
生
じ
た
袋
地
と
残
余
地
が
そ
れ
ぞ
れ
譲
渡
さ
れ
た
場
合
、
袋
地
取
得
者
は
、
残
余
地
譲
受
人
に

対
し
て
無
償
の
囲
繞
地
通
行
権
を
主
張
で
き
る
か
否
か
が
争
わ
れ
た
事
例
に
お
い
て
、
判
例
は
、
相
隣
関
係
上
の
権
利
は
﹁
袋
地
に
付
着
し
た
物
権
的
権
利
﹂
な
い

し
﹁
残
余
地
に
課
せ
ら
れ
た
物
権
的
負
担
﹂
で
あ
る
と
し
て
、
残
余
地
へ
の
無
償
通
行
を
認
め
る
。
学
説
中
に
は
、
二
一
三
条
は
対
人
的
関
係
を
定
め
た
も
の
で
あ

る
と
し
て
、
判
例
に
異
論
を
唱
え
る
も
の
が
あ
る
。

（
106
）　

P
h. M

alaurie et L
. A

ynès, op. cit., n o 1054.

［
追
記
］ 

校
正
段
階
で
、
フ
ラ
ン
ス
の
物
権
法
改
正
検
討
グ
ル
ー
プ
に
よ
る
物
権
法
改
正
準
備
草
案
（A

vant-projet de réform
e du droit des biens

）
に
接
し
た
。
地
役

権
に
つ
い
て
は
、
家
父
の
用
法
指
定
に
よ
る
地
役
権
に
関
す
る
規
定
の
明
確
化
、
継
続
・
不
継
続
と
表
現
・
非
表
現
と
い
う
区
別
の
撤
廃
な
ど
が
提
案
さ
れ
て
い
る
が
、

大
部
分
は
現
行
の
規
定
を
維
持
す
る
も
の
と
な
っ
て
い
る
。
同
準
備
草
案
に
つ
い
て
は
、
ア
ン
リ
・
カ
ピ
タ
ン
協
会
の
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
よ
り
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
る
。

　
（
三
三
五
〇
）


